
第
七
十
四
卷

第
二
號

�
成
二
十
七
年
九
�
發
行

北

周

侍

衞

考

︱
︱
�
牧
官
制
と
の
關
係
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

會

田

大

輔

は
じ
め
に

一
．
北
魏
�
�
の
內


官
と
モ
ン
ゴ
ル
の
ケ
シ
ク

(一
)

北
魏
�
�
の
內


官

(二
)

モ
ン
ゴ
ル
の
ケ
シ
ク

(三
)

ケ
シ
ク

官
制

二
．
北
魏
後
�
・
西
魏
・
北
周
の
禁
衞
の
沿
革

(一
)

北
魏
後
�
・
西
魏
の
禁
衞

(二
)

北
周
の
禁
衞

三
．
北
周
侍
衞
の
職
掌

(一
)

宮
伯
・
諸
侍
の
�
�
と
淵
源

(二
)

宮
伯
・
諸
侍
の
職
掌
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1
．
皇
�
護
衞

2
．
そ
の
他
の
職
掌

四
．
宮
伯
・
諸
侍
就
任
者
の
傾
向

(一
)

宮
伯
就
任
者

(二
)

諸
侍
就
任
者

(三
)

小
結

五
．
北
周
の
政
治
動
向
と
侍
衞

(一
)

宇
�
護
執
政
�

(二
)

武
�
親
政
�
・
宣
�
�

お
わ
り
に

は

じ

め

に

�
年
︑
南
北


隋
�
時
代
を
中
國
�
の
枠
組
み
の
み
で
理
解
す
る
こ
と
に
限
界
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
視
點
か
ら
と
ら

え
な
お
す
動
き
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
る
︒
な
か
で
も
先
銳

な
見
解
が
杉
山
正
�
氏
・
森
安
孝
夫
氏
な
ど
に
よ
る
﹁
拓
跋
國
家
﹂
說
で
あ
る
︒

﹁
拓
跋
國
家
﹂
說
は
︑
①
北


・
隋
・
�
の
瓜
治
者
層
の
中
核
が
鮮
卑
拓
跋
系
で
あ
る
こ
と
︑
②
婚
姻
を
�
じ
て
相
互
に
血
緣
關
係
を
�
す
る

こ
と
︑
③
北
魏
�
�
～
隋
�
の
國
家
形
態
が
ほ
ぼ
變
わ
ら
な
い
こ
と
︑
④
ト
ル
コ
系
�
牧
民
等
が
北


隋
�
を
﹁
タ
ブ
ガ
チ
﹂
(拓
跋
)
と
呼

ん
で
い
た
こ
と
を
�
提
と
し
て
︑
北


隋
�
を
�
牧

 
素
の
强
い
一
聯
の
政
權
と
し
て
と
ら
え
る
學
說
で
あ
る(1

)
︒
こ
れ
は
南
北


隋
�
�
硏

究
の
見
直
し
に
つ
な
が
る
重
 
な
指
摘
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
﹁
拓
跋
國
家
﹂
說
の
う
ち
︑
④
は
外
部
か
ら
の
呼
稱
に
す
ぎ
ず
︑﹁
拓
跋
國

家
﹂
說
の
根
據
と
し
て
は
映
葉
に
す
ぎ
な
い
︒
ま
た
︑
①
に
つ
い
て
は
旣
に
﹇
高
橋
二
〇
一
〇
﹈
に
よ
っ
て
︑
隋
の
楊

(
�
六
茹
)
氏
・
�
の

李

(大
野
)
氏(2

)
が
北
魏
末
の
混
亂
の
中
か
ら
勃
興
し
た
一
族
で
あ
り
︑
拓
跋
鮮
卑
と
の
關
係
が
稀
$
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
北
魏

末
の
混
亂
の
結
果
︑
北
魏
後
%
�
と
西
魏
・
北
周
で
は
︑
荏
�
者
層
の
�
成
員

(非
漢
族
)
が
大
き
く
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
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な
ら
な
い
﹇
吉
岡
一
九
九
九
﹈︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
﹁
拓
跋
國
家
﹂
說
の
根
據
と
し
て
は
︑
③
の
國
家
形
態
の
聯
續
性
こ
そ
が
重
 
で
あ
る

と
い
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
北
魏
�
�
～
隋
�
の
國
家
形
態
の
聯
續
性
に
つ
い
て
は
實
證

硏
究
が
(
ん
で
い
な
い
︒

こ
こ
で
�
と
な
る
の
は
︑
北


に
お
け
る
�
牧
官
制
の
存
在
で
あ
る
︒
�
年
︑
川
本
芳
昭
氏
に
よ
っ
て
︑
北
魏
�
�
の
內


官
と
モ
ン
ゴ
ル

の
ケ
シ
ク
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(3

)
︒
北
魏
の
孝
�
�
改
革
に
よ
っ
て
內


官
が
廢
止
さ
れ
た
後
も
︑
北
齊
・
隋
・
�
初
に
は
庫
眞

(庫
直
)
・
察
非
掾
と
い
っ
た
鮮
卑
語
由
來
の
官
名
が
存
在
し
て
い
た(4

)
︒
北
魏
後
%
�
に
成
立
し
た
皇
�
の
藥
や
食
事
を
掌
る
嘗
藥
・
嘗
食
局

(門
下
省
に
屬
す
)
も
︑
北
魏
�
�
の
﹁
鮮
卑

政
治
シ
ス
テ
ム
﹂
の
一
部
を
繼
承
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る

(﹇
岩
本
二
〇
一
五
﹈
六
八
頁
)
︒

ま
た
︑
隋
・
�
荏
�
者
層
の
直
接
の
淵
源
に
あ
た
る
西
魏
・
北
周
は
︑
鮮
卑
を
中
心
と
す
る
非
漢
族

(胡
族
・
北
族
)
出
身
の
元
勳
を
重
視
し
︑

�
牧

 
素
の
濃
い
國

(胡
)
姓
再
行
・
國
姓
賜
與
・
軍
人
改
姓
等
の
諸
政
策
を
展
開
し
た(5

)
︒
�
田
陽
一
郞
氏
は
︑
從
來
︑
隋
�
府
兵
制
の
淵

源
と
し
て
+
目
さ
れ
て
き
た
西
魏
の
二
十
四
軍
制
を
再
檢
討
し
︑﹁
鮮
卑
の
傳
瓜
に
荏
え
ら
れ
た
擬
制

部
落
兵
制
で
あ
っ
た
と
理
解
﹂
し
︑

﹁
�
牧
軍
制
の
系
�
に
位
置
附
け
ら
れ
る
﹂
と
す
る

(﹇
�
田
二
〇
一
一
﹈
五
九
-
六
〇
頁
)
︒
北
周
で
は
﹃
周
禮
﹄
に
基
づ
く
六
官
制
が
施
行
さ
れ

て
お
り
︑
內


官
や
鮮
卑
語
由
來
の
官
名
は
み
え
な
い
が
︑
宮
紀
子
氏
が
﹁
拓
拔
系
國
家
が
-
圖
し
て
﹃
周
禮
﹄
の
ノ
ル
ム
に
�
牧
シ
ス
テ
ム

を
割
り
振
﹂
っ
た
と
営
べ
て
い
る

(﹇
宮
二
〇
一
一
﹈
七
三
一
頁
)
よ
う
に
︑
北
周
六
官
制
に
�
牧
官
制
の
 
素
が
潛
ん
で
い
る
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
︒
北
周
に
お
け
る
�
牧
官
制
の
內
實
を
檢
討
す
る
こ
と
は
︑
北
魏
�
�
～
隋
�
の
國
家
形
態
の
聯
續
性
を
考
察
す
る
一
助
と
な
ろ
う
︒

北
周
に
お
け
る
�
牧
官
制
に
つ
い
て
は
︑
�
田
陽
一
郞
氏
が
西
魏
・
北
周
の
權
力
者

(
宇
�
泰
・
宇
�
護
・
楊
堅
)
が
開
い
た
巨
大
幕
府
で
あ

る
霸
府

(丞
相
府
・
中
外
府
)
や
諸
王
公
府
に
置
か
れ
た
親
信
に
着
目
し
︑
府
/
と
の
親
�
度
が
高
い
側
�
集
團
で
あ
り
︑
北
魏
の
內
官
の
系

�
を
繼
い
で
い
る
と
す
る
﹇
�
田
二
〇
一
一
・
二
〇
一
二(6

)
]︒
し
か
し
︑
親
信
は
北
周
皇
�
の
も
と
に
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
︑
宰
相
や
王
公
の

側
�
に
す
ぎ
な
い
た
め
︑
北
魏
�
�
の
內


官
と
同
列
の
存
在
と
は
い
え
な
い
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
森
安
孝
夫
氏
が
漢
�
�
料
中
の
﹁
宿

衞
・
侍
衞=

ケ
シ
ク
﹂
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
﹇
森
安
二
〇
一
二
﹈︑
北
周
の
皇
�
侍
衞

(天
官
府
1
屬
の
宮
伯
・
諸
侍
)

に
+
目
し
︑
北
魏
の
內


官
や
ケ
シ
ク
と
の
比
�
を
�
じ
て
︑
北
周
六
官
制
と
�
牧
官
制
の
關
係
を
考
察
す
る
︒
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一
．
北
魏
�
�
の
內


官
と
モ
ン
ゴ
ル
の
ケ
シ
ク

(一
)

北
魏
�
�
の
內


官

北
周
の
侍
衞
と
比
�
す
る
た
め
︑
先
行
硏
究
に
依
據
し
て
北
魏
�
�
の
內


官(7

)
に
つ
い
て
確
2
し
た
い
︒
魏
晉
以
來
の
行
政
機
�
で
あ
る
外




(
尙
書
省
・
門
下
省
な
ど
)
に
對
し
︑
內


官
は
代
國
時
代
に
設
置
さ
れ
た
�
侍
官
に
由
來
し
︑
北
魏
成
立
後
に
4
第
に
擴
閏
し
て
複
雜

5
し
た
︒
�
成
員
は
/
に
鮮
卑
を
中
心
と
す
る
非
漢
族
の
高
官
子
弟
だ
が
︑
徐
々
に
漢
族
も
增
加
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
組
織
が
肥
大
5
し
て
行

政
の
遲
滯
が
生
じ
た
た
め
︑
孝
�
�
の
官
制
改
革
時
に
廢
止
さ
れ
た
﹇
川
本
一
九
九
八
A
・
二
〇
〇
五
﹈︒
內


官
は
外


の
人
材
供
給
源
で

あ
り
﹇
佐
7
二
〇
〇
四
﹈︑
例
え
ば
�
成
�
�
の
非
漢
族
の
高
官
子
弟
は
︑
原
則
と
し
て
內


官
を
經
て
外


官
と
な
っ
た
﹇
窪
添
二
〇
〇
六
﹈︒

內


官
は
皇
�
に
仕
え
る
侍
臣
で
あ
り
︑
上
位
の
�
成
員
は
國
政
に
參
與
し
た
︒
そ
の
職
掌
は
多
岐
に
わ
た
り
︑
武
官
系
瓜
は
皇
�
や
宮
室

の
警
備
・
親
征
に
從
軍
・
侍
從

職
務

(食
事
や
衣
8
の
世
話
)
を
行
い
︑
�
官
系
瓜
は
詔
命
の
出
入
・
皇
�
の
下
問
に
應
答
・
中
央
や
地
方
の

監
察
・
後
宮
で
侍
從

職
務
や
藏
庫
管
理
・
祭
祀
の
攝
行
等
を
行
っ
た(8

)
︒
川
本
芳
昭
氏
は
︑
內


官
の
樣
相
が
モ
ン
ゴ
ル
の
ケ
シ
ク
に
類
似
し

て
い
る
こ
と
︑﹃
南
齊
書
﹄
卷
五
七
魏
虜
傳
中
の
鮮
卑
語
官
名
と
ケ
シ
ク
の
官
名
が
類
似
し
て
い
る
こ
と

(
表
一(9
)

)
を
あ
げ
︑
北
魏
�
�
の
內



官
を
モ
ン
ゴ
ル
の
ケ
シ
ク
に
類
し
た
�
侍
官
と
す
る
﹇
川
本
一
九
九
八
C
・
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
五
・
二
〇
一
五
A
B
﹈︒
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表
一

北
魏
の
鮮
卑
語
官
名
と
ケ
シ
ク
官
名
の
比
�

『南
齊
書
﹄
中
の
官
名

職
務

ケ
シ
ク
の
官
名

(﹃
元
�
﹄
)

北
魏
南
;
碑

北
魏
官
名

比
德
眞

�
書
官

必
闍
赤

？

？

胡
洛
眞
・
曷
剌
眞

護
衞
官

豁
兒
赤
・
火
兒
赤

斛
洛
眞

三
郞
？

折
潰
眞

傳
奏
官

扎
里
赤
・
扎
魯
花
赤

折
紇
眞

下
大
夫
？

[白
鳥
一
九
七
〇
﹈・﹇
川
本
二
〇
一
五
A
﹈・﹇
張
二
〇
一
一
﹈・﹇
宮
二
〇
一
二
﹈
を
參
照
し
た
︒



(二
)

モ
ン
ゴ
ル
の
ケ
シ
ク

で
は
︑
北
魏
�
�
の
內


官
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
モ
ン
ゴ
ル
の
ケ
シ
ク

(怯
薛
)
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
制
度
な
の
だ
ろ
う
か
︒

ケ
シ
ク
は
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
が
ネ
ケ
ル

(家
產

臣
下
・
御
家
人(10
)

)
と
ト
ル
カ
ク

(禿
魯
花
：
質
子(11
)

)
に
基
づ
き
︑
功
臣
・
8
屬
集
團
の
子
弟
を

B
集
し
て
創
設
し
た
直
屬
親
衞
C
・
側
�
集
團
で
あ
り
︑
4
第
に
擴
閏
し
て
行
政
官
の
職
務
も
擔
う
よ
う
に
な
っ
た(12

)
︒
ま
た
︑
ケ
シ
ク
は
諸

王
・
駙
馬
に
も
置
か
れ
た
﹇
D
內
一
九
三
〇
﹈・﹇
森
�
二
〇
一
三
A
﹈︒

ケ
シ
ク
の
�
成
員
は
︑
/
に
功
臣
や
8
屬
集
團
の
子
弟
で
あ
り
︑
世
襲
・
ト
ル
カ
ク
・
能
力
や
技
能
に
よ
る
拔
¼
・
官
人
の
推
擧
等
で
E
ば

れ
た
︒
彼
ら
は
カ
ア
ン
と
の
/
從
關
係
に
よ
っ
て
�
國
荏
�
層
の
一
員
と
し
て
薰
陶
を
う
け
︑
�
能
な
も
の
は
行
政
官
の
任
も
務
め
た
︒
ケ
シ

ク
長
は
高
官
を
G
任
し
︑
ケ
シ
ク
を
瓜
H
し
て
番
直
に
あ
た
っ
た
﹇
片
山
一
九
七
七
﹈︒
ケ
シ
ク
に
屬
す
る
番
士
は
ケ
シ
ク
テ
イ

(怯
薛
歹
)

と
い
い
︑
カ
ア
ン
の
日
常
生
活
I
般
に
關
す
る
諸
職
掌
を
J
け
持
つ
執
事
班
に
1
屬
し
た
﹇
片
山
一
九
八
二
・
一
九
八
七
A
﹈︒
そ
の
職
掌
は
︑

基
本

に
皇
�
直
屬
の
親
衞
C
で
あ
る
が
︑
護
衞
を
つ
と
め
た
コ
ル
チ

(火
兒
赤
)
や
︑
�
書
事
務
を
掌
っ
て
行
政
官
と
し
て
も
機
能
し
た
ビ

チ
ク
チ

(必
闍
赤
)
・
ジ
ャ
ル
グ
チ

(扎
里
赤(13
)

)
の
ほ
か
︑
樣
々
な
日
常
K
居
の
雜
務
を
擔
當
す
る
執
事
班
が
置
か
れ
た
︒
な
お
︑
ケ
シ
ク
に
は

モ
ン
ゴ
ル
人
の
ほ
か
︑
4
第
に
ウ
イ
グ
ル
・
タ
ン
グ
ー
ト
・
契
丹
・
女
眞
・
漢
人
も
登
用
さ
れ
た
が
︑
成
宗
テ
ム
ル
�
以
影
︑
漢
人
の
怨
規
參

入
は
禁
止
さ
れ
た
﹇
片
山
一
九
八
〇
B
﹈︒

ク
ビ
ラ
イ
は
中
國

官
稱

(元


官
僚
制
)
を
M
用
し
た
が
︑
實
際
は
�
牧
官
制
に
基
づ
く
側
�
政
治
を
行
っ
た
︒
こ
の
元


官
僚
制
と
ケ

シ
ク
は
密
接
な
關
係
に
あ
り
︑
ケ
シ
ク
長
は
元


官
僚
機
�
の
頂
點
で
も
あ
り
︑
ケ
シ
ク
テ
イ
か
ら
重
 
官
職
に
就
任
す
る
事
例
も
多
か
っ
た

﹇
片
山
一
九
八
〇
A
﹈︒
ま
た
︑
カ
ア
ン
と
ケ
シ
ク
テ
イ
の
關
係
は
︑
入
官
後
も
繼
續

(
任
N
と
呼
ば
れ
る
)
し
た
︒
ク
ビ
ラ
イ
以
影
︑
ケ
シ
ク

テ
イ
は
官
僚
機
�
に
1
屬
し
て
活
動
す
る
傾
向
に
あ
り
︑
ケ
シ
ク
執
事
班
が
官
署
5
し
た
︒
し
か
し
︑
ケ
シ
ク
本
來
の
名
稱
と
職
掌
は
失
わ
ず(14

)
︑

ケ
シ
ク
は
元
末
ま
で
存
續
し
た
︒
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(三
)

ケ
シ
ク

官
制

北
魏
�
�
の
內


官
と
モ
ン
ゴ
ル
の
ケ
シ
ク
の
共
�
點
に
は
︑
①
護
衞
を
中
心
と
す
る
皇
�
�
侍
官
︑
②
�
武
の
職
務
を
分
掌

(護
衞
・
傳

奏
・
N
者
・
家
政
機
關
な
ど
)
︑
③
功
臣
や
歸
屬
勢
力
の
子
弟
が
就
任
︑
④
行
政
官
と
し
て
も
機
能
︑
⑤
官
僚
機
�
入
官
後
に
高
官
輩
出
︑
⑥

官
名
の
類
似
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
北
魏
�
�
の
內


官
は
ケ
シ
ク
に
類
似
し
た
制
度
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

ケ
シ
ク
に
類
似
し
た
官
制

(ケ
シ
ク

官
制
)
は
︑
西
夏
・
遼
・
後
金

(
淸
)
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(15

)
︒
佐
7
貴
保
氏
は
︑

西
夏
の
武
官
系
官
僚
の
待
命
者

(宮
中
で
宿
直
・
奉
仕
す
る
者
)
が
ケ
シ
ク
と
似
て
い
る
と
す
る
﹇
佐
7
二
〇
〇
七
﹈︒
ま
た
︑
加
7
修
弘
氏
は
︑

遼

(
契
丹
)
の
御
帳
官
・
著
帳
官
と
ネ
ケ
ル
・
ケ
シ
ク
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
﹇
加
7
二
〇
一
二
﹈・﹇
森
安
二
〇
一
二
﹈・﹇
川
本
二
〇
一

五
B
﹈︒
さ
ら
に
杉
山
淸
彥
氏
は
︑
後
金

(
淸
)
の
ヒ
ヤ
が
モ
ン
ゴ
ル
の
ケ
シ
ク
と
類
似
し
た
制
度
で
あ
り
︑
そ
の
淵
源
が
モ
ン
ゴ
ル
に
あ
る

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
﹇
杉
山
二
〇
一
五
A
B
﹈︒
こ
れ
ら
の
制
度
の
共
�
點
は
︑
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
�
の
ケ
シ
ク
と
同
樣
に
︑
君
/
護
衞

を
基
本
任
務
と
す
る
�
侍
官
に
︑
功
臣
・
歸
屬
勢
力
の
子
弟

(質
子
の
 
素
あ
り
)
を
就
任
さ
せ
︑
行
政
以
外
の
多
樣
な
職
務

(
N
者
・
家
政
業

務
な
ど
)
を
擔
當
さ
せ
︑
將
來
の
幹
部
候
補
生
と
し
て
養
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹇
川
本
二
〇
一
五
A
B
﹈
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
︑
同
樣
の
制
度
は
漢
代

(
郞
官
制
)
や
古
代
日
本

(人
制(16
)

)
に
も
存
在
し
て
お
り
︑
�
牧
政
權
特
�
の
制
度
と
は
言
え
な
い
︒
そ
こ
で

本
稿
で
は
︑
/
に
�
牧
系
に
出
自
を
持
つ
政
權
ま
た
は
そ
の
影
S
の
濃
い
政
權
に
對
し
て
の
み
︑
ケ
シ
ク

官
制
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
と

す
る
︒
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
ケ
シ
ク

官
制
は
北
周
に
も
確
2
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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二
．
北
魏
後
�
・
西
魏
・
北
周
の
禁
衞
の
沿
革

(一
)

北
魏
後
�
・
西
魏
の
禁
衞

北
周
侍
衞
を
檢
討
す
る
た
め
︑
ま
ず
北
魏
後
�
か
ら
北
周
に
至
る
禁
衞
の
沿
革
を
確
2
し
た
い
﹇
濱
口
一
九
六
六
A
B
﹈・﹇
菊
池
一
九
九

四
﹈・﹇
張
二
〇
〇
四
C
D
﹈・﹇
谷
二
〇
一
一
﹈︒
北
魏
の
孝
�
�
は
︑
魏
晉
南


の
官
制
と
內


武
官
の
 
素

(高
官
子
弟
を
皇
�
�
侍
の
禁
衞
武

官
に
登
用
)
を
混
淆
さ
せ
て
禁
衞
を
再
T
し
た
︒
禁
衞
の
中
核
を
占
め
た
の
が
領
軍
將
軍−

左
右
衞
將
軍−

武
衞
將
軍
の
系
瓜
で
あ
る
︒
就
任

者
の
多
く
が
宗
室
や
鮮
卑
系
を
/
と
す
る
非
漢
族
で
あ
り
︑
/
に
鮮
卑
兵
か
ら
な
る
羽
林
・
虎
賁
を
瓜
H
し
た
︒
孝
�
�
�
に
は
左
右
衞
の
下

に
群
臣
子
弟
が
就
任
す
る
宗
士
C
・
庶
子
C
・
V
士
C

(宿
衞
儀
仗
の
任
)
が
設
置
さ
れ
た
︒
そ
の
ほ
か
直
閤
將
軍−

朱
衣
直
閤
・
直
寢
・
直

後
・
直
齋
等
の
皇
�
�
侍
の
禁
衞
武
官
が
設
置
さ
れ(17

)
︑
宣
武
�
�
・
孝
�
�
�
に
は
高
官
子
弟
が
就
任
す
る
侍
從
武
官
の
領
左
右−

千
牛
備
身

が
增
設
さ
れ
た
︒

永
煕
三
年

(五
三
四
)
の
北
魏
の
東
西
分
裂
後
︑
關
中
に
成
立
し
た
の
が
西
魏

(五
三
五
～
五
五
六
)
で
あ
る
︒
西
魏
は
︑
北
魏
後
�
の
禁
衞

を
繼
承
し
た
が
︑
關
中
に
W
命
し
た
孝
武
�
に
從
っ
た
禁
衞
は
一
萬
人
に
滿
た
ず(18

)
︑
大
多
數
は
東
魏
に
X
收
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
西
魏
で
は
︑

武
川
鎭
出
身
の
宇
�
泰
が
大
丞
相
に
就
任
し
て
實
權
を
握
り
︑
二
十
四
軍
制
・
國

(
胡
)
姓
再
行
・
戎
秩

(
Y
國−

大
將
軍−

開
府
儀
同
三
司
等(19
)

：

勳
功
等
に
よ
っ
て
獲
得
)
の
Z
J
な
ど
の
獨
自
の
政
策
を
施
行
し
︑
軍
事
の
中
核
で
あ
っ
た
非
漢
族
系
の
元
勳

(
	
高
階
層
は
八
Y
國
十
二
大
將
軍

ク
ラ
ス
)
を
優
[
し
た(20

)
︒
そ
の
結
果
︑
領
軍
將
軍
・
左
右
衞
將
軍
・
武
衞
將
軍
に
は
宇
�
泰
の
親
族
・
娘
婿
・
元
勳
子
弟
な
ど
が
就
任
し
︑
西

魏
皇
�
を
監
視
し
︑
宇
�
泰
の
護
衞
に
あ
た
っ
た(21

)
︒
彼
ら
は
時
に
禁
衞
を
H
い
て
宇
�
泰
に
從
軍
し
た
︒
西
魏
の
禁
衞
は
︑
事
實
上
︑
宇
�
泰

に
瓜
括
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
宇
�
泰
は
霸
府
で
あ
る
丞
相
府
に
帳
內
大
都
督
・
親
信
な
ど
の
侍
衞
を
設
置
し
た(22

)
︒
彼
ら
の
中
に
は

西
魏
の
禁
衞
を
G
任
・
歷
任
す
る
人
物
も
い
た
︒
ま
た
︑
宇
�
泰
と
そ
の
世
子

(
覺
)
の
侍
衞
に
功
臣
子
弟
を
登
用
し
た(

23
)

︒
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(二
)

北
周
の
禁
衞

西
魏
は
︑
北
魏
孝
�
�
の
﹃
周
禮
﹄
/
義
を
繼
承
し
︑
徐
々
に
﹃
周
禮
﹄

制
度
を
^
入
し
︑
大
瓜
一
七

年

(五
五
一
)
の
�
�
歿
後
に
年
號
を
廢
止
し

(北
周
�
�
�
の
五
五
九
年
に
復
活
)
︑
廢
�
三
年

(五
五
四
)
に

は
品
階
に
か
わ
っ
て
命
階

(頂
點
は
正
九
命
)
を
設
定
し
︑
恭
�
三
年

(五
五
六
)
に
﹃
周
禮
﹄
に
基
づ
く
六

官
制
を
施
行
し
た

(圖
一(24
)

)
︒
こ
の
と
き
宇
�
泰
は
︑
天
官
府
長
官
の
大
冢
宰
に
就
任
し
︑
他
の
五
府
の
長

官
に
は
元
勳
が
就
任
し
た
︒
六
府
の
長
官
は
卿

(正
七
)
︑
副
長
官
は
上
大
夫

(正
六
)
で
あ
り
︑
各
部
局
に

中
大
夫

(正
五
)−

下
大
夫

(正
四
)−

上
士

(正
三
)−

中
士

(正
二
)−

下
士

(正
一
)
が
設
置
さ
れ
た
︒
恭
�

三
年

(五
五
六
)
の
宇
�
泰
歿
後
︑
甥
の
宇
�
護
が
宇
�
覺

(泰
の
世
子
)
を
擁
立
し
て
︑
孝
閔
�
元
年

(五

五
七
)
に
北
周
を
円
國
し
た
︒
宇
�
護
は
大
冢
宰
に
就
任
し
︑
保
定
元
年

(五
六
一
)
に
は
天
官
府
が
他
の

五
府
を
瓜
H
す
る
體
制
を
整
え
︑
天
和
七
年

(五
七
二
)
三
�
に
武
�
に
誅
殺
さ
れ
る
ま
で
行
政
・
軍
事
の

實
權
を
掌
握
し
た

(宇
�
護
執
政
�(25
)

)
︒

六
官
制
の
施
行
に
よ
っ
て
︑
禁
衞
は
/
に
宮
伯
・
武
伯
の
二
系
瓜
に
改
T
さ
れ
た
︒
こ
の
う
ち
︑
天
官
府

(行
政
擔
當
)
に
1
屬
す
る
宮
伯
は
︑﹃
周
禮
﹄
宮
伯
に
由
來
し
︑
宮
伯
中
大
夫−

下
大
夫−

諸
侍
で
�
成
さ

れ
て
い
た
︒
そ
の
職
掌
は
﹃
隋
書
﹄
卷
一
二
禮
儀
志
七
に
︑

後
周
警
衞
の
制
︑
左
右
宮
伯
を
置
き
︑
侍
衞
の
禁
を
掌
り
︑
各
の
a
も
內
に
直
す
︒
小
宮
伯
は
之
に
貳

す
︒


に
臨
め
ば
則
ち
分
れ
て
�
侍
の
首
に
在
り
︑
⁝
⁝
行
け
ば
則
ち
路
車
を
夾
む
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
宿
直
で
皇
�
の
護
衞
に
あ
た
っ
た
︒

一
方
︑
夏
官
府
(軍
事
擔
當
)
に
1
屬
す
る
武
伯
は
︑﹃
周
禮
﹄
宮
正
に
由
來
す
る
と
さ
れ
︑
武
伯
中
大
夫−
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下
大
夫−

六
H

(虎
賁
・
旅
賁
・
射
聲
・
驍
騎
・
羽
林
・
�
擊
)
か
ら
な
り
︑
小
司
馬

(
夏
官
府
副
長
官
)
の
管
c
下
に
あ
っ
た
︒
そ
の
職
掌
は
︑

/
に
皇
宮

(露
寢
)
の
禁
衞
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑﹃
隋
書
﹄
禮
儀
志
七
に
は
︑
宮
伯
・
武
伯
二
系
瓜
の
武
具
裝
d
の
記
営
も
あ
る
が
︑﹇
田
丸
二

〇
一
五
﹈
に
詳
し
い
た
め
︑
こ
こ
で
は
省
略
す
る
︒
宮
伯
・
武
伯
に
つ
い
て
︑﹇
濱
口
一
九
六
六
B
﹈
は
宮
伯
を
侍
從
府
︑
武
伯
を
�
衞
軍
と

し
︑﹇
谷
二
〇
一
一
﹈
も
宮
伯
を
﹁
以
“
侍
”
爲
/
﹂︑
武
伯
を
﹁
以
“
衞
”
爲
/
﹂
と
し
︑
宮
伯
の
方
が
武
伯
よ
り
も
皇
�
に
�
く
︑
侍
從


 
素
が
强
い
と
す
る
︒

北
周
第
三
代
皇
�
の
武
�
は
︑
天
和
七
年

(五
七
二
)
三
�
に
宇
�
護
を
誅
殺
し
︑
円
德
と
改
元
し
て
親
政
を
開
始
し
︑
円
德
六
年

(五
七

七
)
に
華
北
瓜
一
を
果
た
し
た
︒
武
�
は
親
政
開
始
後
︑
霸
府
廢
止
・
天
官
府
と
五
府
の
同
格
5
・
內
�

(
職
掌
は
詔
敕
K
草
)
の
權
限
强
5(26

)
・

戎
秩
整
備

(上
Y
國
な
ど
の
增
設
)
を
行
う
と
と
も
に
︑
二
十
四
軍
の
軍
士
を
侍
官
と
改
稱
し
︑
禁
衞

位
置
づ
け
に
改
め
た(27

)
︒
ま
た
︑
禁
衞
も

擴
閏
し
︑
武
伯
を
二
分
し
て
司
衞
・
司
武
上
大
夫
を
設
置
し
︑
事
實
上
︑
皇
�
直
屬
と
し
た
︒
こ
の
時
�
に
は
皇
�
侍
衞
の
侍
伯
・
承
御
・
胥

附
も
增
置
さ
れ
︑
北
周
末
の
宣
�
�
に
は
武
候(28

)
も
設
置
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
官
名
は
い
ず
れ
も
﹃
周
禮
﹄
に
見
え
な
い
︒
開
皇
元
年

(五
八

一
)
に
楊
堅
が
隋
を
円
國
す
る
と
︑
六
官
制
は
廢
止
さ
れ
︑
北
周
と
北
齊
の
制
度
を
も
と
に
怨
た
な
禁
衞
制
度
が
つ
く
ら
れ
た
︒

こ
の
よ
う
に
北
周
禁
衞
の
槪
 
は
︑
先
行
硏
究
に
よ
っ
て
�
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ケ
シ
ク

官
制
と
の
比
�
や
︑
職
掌
や
就
任

者
の
傾
向
に
つ
い
て
は
檢
討
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
4
違
で
は
︑
侍
衞
を
掌
っ
た
宮
伯
系
瓜
に
つ
い
て
檢
討
し
て
い
く
︒
以
下
︑
北
周
の
侍

衞
と
は
/
に
宮
伯
系
瓜
を
さ
す
︒

三
．
北
周
侍
衞
の
職
掌

(一
)

宮
伯
・
諸
侍
の
�
�
と
淵
源

ま
ず
︑
北
周
の
宮
伯
・
諸
侍
の
�
�
と
淵
源
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
︒
北
周
の
宮
伯
・
諸
侍
は
︑
天
官
府
に
1
屬
し
︑
天
官
府
長
官

(大
冢
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宰
)
の
管
c
下
に
あ
っ
た
︒﹇
王
二
〇
〇
七
﹈
お
よ
び
宮
伯
・
諸
侍
就
任
者
表

(表
二
～
表
五
)
に
基
づ
く
と
︑
宮
伯
の
長
官
は
宮
伯
中
大
夫

(正
五
命
)
で
︑
下
大
夫

(正
四
)−

上
士

(正
三
)−

中
士

(正
二
)
と
續
く
︒
宮
伯
隸
下
の
諸
侍
は
︑
中
侍
・
左
侍
・
右
侍
・
�
侍
・
後
侍
に
上

士−

中
士−
(下
士
？(29
)

)
が
置
か
れ
た
の
に
對
し
︑
騎
侍
・
宗
侍
・
庶
侍
・
勳
侍
は
下
士
の
み
で
あ
っ
た
︒
諸
侍
の
定
員
は
不
�
で
あ
る
︒
ま
た
︑

宮
伯
・
諸
侍
は
左
・
右
に
分
か
れ
て
い
た(30

)
︒
天
官
府
內
の
序
列
を
見
る
と
︑﹃
�
典
﹄
で
は
司
會

(=

六
府
瓜
括
)
・
宗
師

(=

宗
室
管
理
)
に
4

ぐ
三
番
目
に
位
置
附
け
ら
れ
て
お
り
︑
重
 
官
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る(31

)
︒

で
は
︑
そ
の
出
典
と
さ
れ
る
﹃
周
禮
﹄
の
宮
伯
は
︑
ど
の
よ
う
な
官
職
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
宮
伯
は
天
官
に
1
屬
し
︑
天
官
長
官
の
冢
宰

(=

大
宰
)
の
�
下
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹃
周
禮
﹄
天
官
で
の
登
場
順
は
宮
正
に
4
ぐ
二
番
目
で
あ
り
︑
登
場
順
序
は
早
い
︒
基
本

な
職
掌
は

宿
衞
で
あ
り
︑
王
宮
中
の
士
・
庶
子

(宿
衞
に
當
た
る
高
官
子
弟
)
を
瓜
括
し
︑
宿
衞
・
休
暇
の
�
分
や
h
整
を
行
っ
た
と
さ
れ
る(

32
)

︒
し
か
し
︑

﹃
周
禮
﹄
の
宮
伯
に
は
中
士−

下
士
の
み
置
か
れ
︑
中
大
夫
～
上
士
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
︒
兩
制
度
は
名
稱
や
天
官
の
管
c
下
に
あ
っ
た
點

が
共
�
し
て
い
る
が
︑
設
置
官
は
大
き
く
衣
な
り
︑
諸
侍
も
﹃
周
禮
﹄
に
見
え
な
い
︒
北
周
の
宮
伯
・
諸
侍
は
︑﹃
周
禮
﹄
を
擴
閏
し
て
設
置

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

4
に
北
魏
・
西
魏
の
禁
衞
と
宮
伯
・
諸
侍
の
關
係
に
つ
い
て
確
2
す
る
︒
先
行
硏
究
で
は
︑
武
伯
は
左
右
衞−

武
衞
︑
左
右
宮
伯
は
北
魏
の

領
左
右
︑
中
侍
・
左
右
侍
・
�
侍
・
後
侍
・
騎
侍
は
北
魏
の
千
牛
備
身
な
ど
に
相
當
し
︑
宗
侍
・
庶
侍
・
勳
侍
は
北
魏
の
宗
士
・
庶
子
・
V
士

の
名
稱
を
繼
承
し
た
と
す
る
﹇
濱
口
一
九
六
六
B
﹈・﹇
張
二
〇
〇
四
D
﹈︒
し
か
し
︑
北
魏
後
�
・
西
魏
の
禁
衞
と
北
周
の
宮
伯
・
諸
侍
は
嚴

密
に
對
應
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
張
金
龍
氏
は
︑
宇
�
泰
の
霸
府
侍
衞

(帳
內
大
都
督
・
親
信
な
ど
)
と
西
魏
の
禁
衞
が
密
接
に
關
係
し
て

い
た
こ
と
や
︑
霸
府
侍
衞
就
任
者
が
宮
伯
・
諸
侍
に
就
任
す
る
事
例
が
多
い
こ
と
か
ら
︑
霸
府
侍
衞
も
宮
伯
の
淵
源
の
一
つ
と
す
る
﹇
張
二
〇

〇
四
D
﹈︒

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
宮
伯
・
諸
侍
は
﹃
周
禮
﹄
宮
伯
・
西
魏
の
禁
衞

(領
左
右
・
千
牛
備
身
等
)
・
宇
�
泰
の
霸
府
侍
衞
を
混
淆
し
て
成
立

し
た
と
い
え
よ
う
︒
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(二
)

宮
伯
・
諸
侍
の
職
掌

1
．
皇
�
護
衞

宮
伯
・
諸
侍
の
/
な
職
掌
は
皇
�
護
衞
で
あ
る
︒
�
営
の
﹃
隋
書
﹄
禮
儀
志
に
﹁
後
周
警
衞
の
制
︑
左
右
宮
伯
を
置
き
︑
侍
衞
の
禁
を
掌
り
︑

各
の
a
も
內
に
直
す
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
宮
伯
が
諸
侍
を
瓜
括
し
て
宿
直
で
皇
�
護
衞
に
あ
た
っ
た
︒
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑﹃
隋
書
﹄
卷

一
二
禮
儀
志
七
に
︑

左
・
右
中
侍
︑
御
寢
の
禁
を
掌
る
︒
⁝
⁝
4
は
左
・
右
侍
︑
中
侍
の
後
に
陪
す
︒
⁝
⁝
4
は
左
・
右
�
侍
︑
御
寢
の
南
門
の
左
右
を
掌
る
︒

⁝
⁝
4
は
左
・
右
後
侍
︑
御
寢
の
北
門
の
左
右
を
掌
る
︒
⁝
⁝
左
・
右
騎
侍
は
︑
寢
の
東
西
の
階
に
立
つ
︒
⁝
⁝
左
・
右
侍
の
外
に
列
す
︒

⁝
⁝
左
・
右
宗
侍
は
︑
左
・
右
�
侍
の
後
に
陪
し
︑
夜
は
則
ち
寢
庭
の
中
に
衞
す
︒
⁝
⁝
左
・
右
騎
侍
の
外
に
列
す
︒
左
・
右
中
侍
よ
り

已
下
︑
皆
行
け
ば
則
ち
G
ね
て
黃
弓
矢
を
帶
び
︑
;
田
は
則
ち
常
8
︒
⁝
⁝
左
・
右
庶
侍
は
︑
皇
�
の
御
す
る
1
に
非
ざ
る
門
閤
の
禁
を

掌
る
︒
⁝
⁝
左
・
右
宗
侍
の
外
に
列
す
︒
行
け
ば
則
ち
G
ね
て
z
弓
矢
を
帶
ぶ
︒
左
・
右
勳
侍
は
︑
左
・
右
庶
侍
に
陪
し
て
出
入
を
守
る

を
掌
る
︒
⁝
⁝
左
・
右
庶
侍
の
外
に
列
す
︒
行
け
ば
則
ち
G
ね
て
盧
弓
矢
を
帶
ぶ
︒
⁝
⁝
諸
侍
官
︑
大
駕
は
則
ち
俱
に
侍
し
︑
中
駕
k
び

露
寢
は
之
に
%
ば
し
︑
小
駕
は
三
分
の
一
な
り
︒

と
あ
り
︑
/
に
御
寢(33

)

(圖
二
：
皇
�
の
居
l
空
閒
で
あ
る
內
廷
)
に
お
け
る
皇
�
護
衞
を
擔
當
し
た
︒

御
寢
に
お
け
る
宮
伯
・
諸
侍
の
�
置
を
圖
示
す
る
と
圖
三
の
よ
う
に
な
る
︒
諸
侍
の
う
ち
︑

中
・
左
・
右
侍
が
皇
�
の
�
く
に
�
置
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
諸
侍
が
n
替
で
晝
夜
宿
衞

(
a
番
制
)
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
上
営
し
た
﹃
隋
書
﹄
禮
儀
志
の
﹁
各
の
a
も
內
に
直
す
﹂
と
い

う
記
営
や
︑
円
德
三
年

(五
七
四
)
﹁
越
勤

(楊
)
操
墓
誌
﹂
(梶
山
目
錄
一
〇
九
七
)
の

K
家
し
て
右
侍
上
士
と
爲
り
︑
右
庶
衞
・
右
侍
伯
・
右
胥
附
上
士
を
歷ふ

︒
天
子
の
元
士
︑
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遞
ひ
に
宿
し
遞
ひ
に
居
り
︑
円
違
の
千
門
︑
夜
に
警
し
晝
に
;
る(34

)
︒

と
い
う
記
営
か
ら
窺
え
る
︒
ま
た
︑


政
の
場
で
あ
る
露
寢
の
警
備
は
/
に
武
伯
が
擔
當
し
た

が
︑
宮
伯
・
諸
侍
も
皇
�
護
衞
を
行
い
︑
祭
祀

(大
駕
・
中
駕
・
小
駕
：
[田
丸
二
〇
一
五
]
)
や
;

幸
の
際
に
も
武
伯
と
と
も
に
皇
�
護
衞
に
あ
た
っ
た
︒

2
．
そ
の
他
の
職
掌

宮
伯
・
諸
侍
に
は
︑﹇
濱
口
一
九
六
六
B
﹈・﹇
谷
二
〇
一
一
﹈
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
皇
�
の
侍
從
と
い
う
役
割
も
存
在
し
た
︒﹃
周
書
﹄
卷
四
〇
宇
�
神
擧
傳
に
は
︑

世
宗
の
初
め
︑
中
侍
上
士
に
K
家
す
︒
世
宗
は
-
を
�
林
に
留
め
て
︑
神
舉
も
s
に
t
什

を
好
む
︒
�
�
幸
�
る
ご
と
に
︑
神
舉
恆
に
侍
從
を
得
︒
⁝
⁝
四
年
︑
驃
騎
大
將
軍
・
開

府
儀
同
三
司
に
(
み
︑
小
宮
伯
を
治
す
︒
天
和
元
年
︑
右
宮
伯
中
大
夫
に


る
⁝
⁝
高
祖

將
に
晉
公
護
を
誅
せ
ん
と
す
る
や
︑
神
舉
其
の
謀
に
預
か
る
を
得
︒

と
あ
り
︑
宇
�
泰
の
族
子
で
あ
る
宇
�
神
擧

(功
臣
の
宇
�
顯
和
の
子
)
が
�
�
初

(
五
五
八
頃
)

に
中
侍
上
士
で
K
家
し
︑
�
幸
の
際
に
�
�
の
侍
從
を
務
め
︑
右
宮
伯
中
大
夫
就
任
後
︑
武
�

と
宇
�
護
誅
殺
を
計
劃
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
宇
�
泰
の
族
子
で
あ
る
宇
�
孝

伯

(功
臣
の
宇
�
深
の
子
)
は
︑
宇
�
泰
に
養
育
さ
れ
て
武
�
の
學
友
と
な
り
︑﹃
周
書
﹄
卷
四

〇
宇
�
孝
伯
傳
に
︑

武
成
元
年
︑
宗
師
上
士
を
拜
す
︒
時
に
年
十
六
︒
⁝
⁝
高
祖
卽
位
し
︑
引
き
て
左
右
に
置

か
ん
と
欲
す
︒
時
に
政
は
冢
臣
に
在
り
︑
專
制
を
得
ず
︑
乃
ち
少
く
し
て
孝
伯
と
業
を
同
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じ
く
し
經
を
J
け
︑
相
ひ
w
發
せ
ん
と
思
ふ
に
託
言
す
︒
是
に
よ
り
晉
公
護
之
を
猜
は
ざ
る
な
り
︒
入
る
を
得
て
右
侍
上
士
と
爲
り
︑
恆

に
讀
書
に
侍
る
︒
天
和
元
年
︑
小
宗
師
に


り
︑
右
侍
・
儀
同
を
領
す
︒
⁝
⁝
是
よ
り
恆
に
左
右
に
侍
り
︑
臥
內
に
出
入
し
︑


の
機
務
︑

皆
預
か
る
を
得
︒
孝
伯
も
亦
た
心
を
竭
し
力
を
盡
し
︑
廽
x
す
る
1
無
し
︒
時
政
の
得
失
k
び
外
閒
の
細
事
に
至
る
ま
で
︑
皆
以
て
奏
聞

す
︒
高
祖
深
く
之
を
委
信
し
︑
當
時
與
に
比
を
爲
す
も
の
な
し
︒
高
祖
將
に
晉
公
護
を
誅
せ
ん
と
す
る
に
k
び
︑
密
か
に
衞
王
直
と
之
を

圖
る
︒
唯
だ
孝
伯
k
び
王
軌
・
宇
�
神
舉
等
の
み
頗
る
參
預
を
得
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
武
成
元
年

(五
五
九
)
に
宗
師
上
士
で
K
家
し
︑
武
�
卽
位
後
︑
右
侍
上
士
と
な
っ
た
︒
こ
の
と
き
武
�
は
︑
宇
�
護
の
猜

疑
を
x
け
る
た
め
︑
と
も
に
學
問
に
勵
む
こ
と
を
理
由
に
し
て
い
る
︒
彼
は
小
宗
師
に
轉
じ
た
後
も
右
侍
を
G
任
し
て
左
右
に
侍
り
︑
實
權
を

失
っ
て
い
た
武
�
に
政
治
狀
況
を
傳
z
し
︑
深
く
信
任
さ
れ
て
機
密
事
項
に
關
わ
り
︑
武
�
と
宇
�
護
誅
殺
を
計
劃
し
た
︒
彼
ら
は
諸
侍
に
就

任
し
た
際
に
︑
武
藝
よ
り
も
�
事
の
能
力
を
買
わ
れ
て
お
り
︑
と
も
に
武
�
の
參
謀
役
を
つ
と
め
た
︒

ま
た
︑
諸
侍
は
N
{
と
し
て
|
}
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
﹇
張
二
〇
〇
四
D
﹈︒
仁
壽
三
年

(六
〇
三
)
﹁
蘇
慈
墓
誌
﹂
(梶
山
目
錄
一
五
二
四
)

に
は
︑天

和
二
年
︑
右
侍
上
士
を
Z
け
ら
る
︒
四
年
︑
都
督
を
Z
け
ら
れ
︑
N
に
閏
て
ら
れ
齊
に
聘
す
︒
⁝
⁝
其
の
年
︑
重
ね
て
出
で
て
齊
に
聘

し
︑
天
子
の
命
を
J
け
︑
諸
侯
の
俗
を
問
ふ(35

)
︒

と
あ
り
︑
右
侍
上
士
の
蘇
慈
は
北
齊
に
二
囘
|
}
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
周
書
﹄
卷
二
五
李
賢
傳
に
︑

是
に
於
い
て
中
侍
上
士
尉
遲
愷
を
し
て
瓜
州
に
�
か
し
め
︑
璽
書
を
影
し
賢
を
勞
ふ
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
中
侍
上
士
の
尉
遲
愷
は
︑
瓜
州
刺
�
の
李
賢
の
も
と
に
N
者
と
し
て
|
}
さ
れ
て
い
る
︒

以
上
を
ま
と
め
る
と
4
の
よ
う
に
な
る
︒
北
周
侍
衞
は
皇
�
護
衞
を
本
職
と
し
︑
一
部
は
侍
從
・
相
談
役
の
役
割
を
果
た
し
た
︒
ま
た
︑
N

者
と
し
て
國
內
外
に
|
}
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
北
魏
�
�
の
內


官
や
ケ
シ
ク

官
制
と
衣
な
り
︑
家
政
機
關
な
ど
の
多
樣
な

職
掌
は
確
2
で
き
な
か
っ
た
︒
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四
．
宮
伯
・
諸
侍
就
任
者
の
傾
向

(一
)

宮
伯
就
任
者

で
は
︑
皇
�
の
護
衞
・
侍
從
を
つ
と
め
た
宮
伯
・
諸
侍
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
人
物
が
就
任
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹇
張
二
〇
〇
四
D
﹈
は
︑
高

官
子
弟
が
就
任
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
本
違
で
は
詳
細
に
分
析
し
た
い
︒
表
二
～
表
五
は
宮
伯
・
諸
侍
就
任
者
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
︒
侍
衞
の
長
官
に
あ
た
る
宮
伯
中
大
夫
は
三
〇
例
あ
げ
ら
れ
る

(表
二
)
︒
そ
の
大
%
が
元
勳
や
高
位

(戎
秩
が
開
府
以
上
)
の
功
臣
の
子

弟
で
あ
り
︑
韋
總

(京
兆
韋
氏
：
韋
孝
�
の
子
)
と
張
光
洛

(
�
別
不
�
)
を
除
い
て
非
漢
族
で
あ
っ
た(36

)
︒
今
後
︑
石
刻
�
料
の
增
加
に
よ
っ
て
︑

漢
族
の
就
任
者
が
增
加
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
︑
非
漢
族
が
大
多
數
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
閒
�
い
な
い
︒
ま
た
︑
北
周
宗
室
が
二
名

(
宇
�

z
と
宇
�
�
)
︑
宇
�
氏
の
姻
戚
も
四
名

(宇
�
泰
娘
婿
：
若
干
鳳
・
于
�
・
竇
毅
︑
宇
�
護
娘
婿
：
于
顗
)
確
2
で
き
る
︒
本
人
の
戎
秩
は
開
府

(一

五
例
)
が
	
も
多
く
︑
開
府
よ
り
上
位
の
大
將
軍

(四
例
)
や
上
開
府

(三
例
)
も
見
え
る
︒
宮
伯
中
大
夫
で
K
家
し
た
人
物
は
北
周
宗
室

(
宇

�
z
・
宇
�
�
)
の
み
で
あ
っ
た(37

)
︒
宮
伯
以
�
の
官
歷
を
見
る
と
︑
地
方
長
官

(刺
�
)
や
六
府
官
僚
の
ほ
か
︑
一
五
例
が
禁
衞
經
驗
者
で
あ
っ

た
︒
宮
伯
後
の
官
歷
を
み
る
と
︑
殆
ど
の
事
例
で
地
方
長
官

(總
管
)
に
就
任
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
三
名

(
于
�
・
長
孫
覽
・
竇
毅
)
が
六
府
長

官
に
︑
一
名

(宇
�
z
)
が
四
輔
官
に
就
任
し
︑
上
Y
國

(
	
高
位
の
戎
秩
)
を
得
た
人
物
も
五
名
み
え
る
︒
武
�
に
信
任
さ
れ
た
宇
�
孝
伯
・

宇
�
神
擧
・
長
孫
覽
は
︑
禁
衞
長
官
の
司
衞
・
司
武
上
大
夫
に
就
任
し
た
︒

下
大
夫
は
五
例
︑
上
士
は
三
例
あ
げ
ら
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
元
勳
・
功
臣
子
弟
で
あ
る

(表
三
)
︒
下
大
夫
・
上
士
と
も
に
禁
衞
經
驗
者

(七

例
)
が
多
く
︑
後
任
官
も
禁
衞
で
あ
る
事
例
が
多
い

(五
例
)
︒
し
か
し
︑
下
大
夫
・
上
士
で
K
家
し
た
人
物
は
確
2
で
き
な
い
︒
下
大
夫
の
戎

秩
は
開
府
儀
同
三
司
が
多
い

(四
例
)
︒
ま
た
上
士
の
戎
秩
は
大
都
督

(八
命
)
・
帥
都
督

(正
七
命
)
で
あ
り
︑
4
の
諸
侍
よ
り
高
い
傾
向
に
あ

る
︒
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表
二

宮
伯
中
大
夫
就
任
者

人
名
1

本

貫

在
任
時
�

戎
秩
2

歷
任
官

(戎
秩
も
含
む
)
3

後
任
官

(戎
秩
も
含
む
)
4

父

父
の
官
位
5

父
の
戎
秩
6

出

典

宮 伯

乙
弗
鳳

上
樂

(先
東
部
人
)

孝
閔
�
元

(
557
)

開
府
儀
同
三
司

？

誅
殺

乙
弗
�

岐
州
刺
�

(西
魏

初
？
)

︱

周
3
・
11
︑
北
49

賀
拔
提

？

孝
閔
�
元

(
557
)

？

？

誅
殺

？

？

？

周
3
・
11

張
光
洛

？

孝
閔
�
元

(
557
)

？

？

？
↓
大
將
軍

？

？

？

周
3
・
11
・
30

元
(

？

孝
閔
�
元

(
557
)

？

？

誅
殺

？

？

？

周
3
・
11

宇
�
営

代
郡
武
川

墓
誌
：
遼
西
凡
城

円
德
3

(
574
)

開
府
儀
同
三
司

開
府
儀
同
三
司
↓
領
宇
�

護
親
信
↓
左
宮
伯

大
將
軍
↓
司
衞
↓
司
御

↓
上
Y
國

※
隋
書
は
英

果
中
大
夫

宇
�
盛

少
師

(
573
)

Y
國

(
564
)

隋
61
︑
宇
�
営
墓
誌

尉
永

河
南
洛
陽

北
周

儀
同
三
司

治
右
廏
中
士
↓
都
督
↓
大

都
督
↓
儀
同
三
司
↓
右
旅

下
大
夫
↓
右
武
伯

開
府
儀
同
三
司
↓
淮
州
刺

�

？

朔
州
刺
�

(西
魏
？
)

？

尉
永
墓
誌

竇
恭

扶
風
�
陵

北
周

？

？

？
↓
襄
州
・
亳
州
總
管

※
周
書
は
西
兗
州
總
管

竇
熾

大
宗
伯

(
564
)

Y
國

(
560
)

上
Y
國

(
577
)

周
30
︑
竇
軌
碑

右 宮 伯

宇
�
猛

�
高

武
成
元

(
559
)

開
府
儀
同
三
司

都
將
↓
補
都
督
↓
襄
威
將

軍
・
奉



�

↓
鎭
�

將

軍
・
步
兵
校
尉
↓
龍
驤
將

軍
・
員
外
諫
議
大
夫
↓
�

東
將
軍
・
大
中
大
夫
↓
安

南
將
軍
・
銀
靑
光
祿
大
夫

↓
�
直
散
騎
常
侍
・
安
西

將
軍
↓
□
軍
將
軍
・
右
光

祿
大
夫
↓
長
樂
郡
守
↓
原

州
刺
�
↓
儀
同
三
司
↓
開

府
↓
右
武
伯
中
大
夫

汾
州
刺
�
↓
大
將
軍

？

？

？

宇
�
猛
墓
誌
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表
二

宮
伯
中
大
夫
就
任
者

(続
き
)

人
名
1

本

貫

在
任
時
�

戎
秩
2

歷
任
官

(戎
秩
も
含
む
)
3

後
任
官

(戎
秩
も
含
む
)
4

父

父
の
官
位
5

父
の
戎
秩
6

出

典

右 宮 伯

于
�

河
南
洛
陽

武
成
元

(
559
)
～

保
定
元

(
561
)

開
府
儀
同
三
司

員
外
散
騎
常
侍
↓
大
都

督
・
領
太
祖
帳
下
左
右
↓

鎭
南
將
軍
・
金
紫
光
祿
大

夫
・
散
騎
常
侍
・
武
衞
將

軍
↓
儀
同
三
司
↓
侍
中
・

開
府
儀
同
三
司
↓
左
宮
伯

↓
渭
州
刺
�

軍
司
馬
↓
司
會
中
大
夫
↓

大
將
軍
↓
小
司
徒
・
Y
國

↓
安
州
總
管
↓
宜
陽
總
管

↓
河
陽
總
管
↓
豫
州
總
管

↓
大
司
徒
↓
幽
州
總
管
↓

上
Y
國

于
謹

太
傅

(
557
)

Y
國

(
548
)

周
30

宇
�
�

(
廙
)

代
武
川

墓
誌
：
河
南
洛
陽

保
定
末
？
～
天

和
3

(
568
)
�

儀
同
三
司
↓
開
府

儀
同
三
司

K
家

(
19
歲
以
�
)

河
州
刺
�

宇
�
^

(宇

�
泰
の
甥
)

三
雍
二
華
等
二
十

三
州
諸
軍
事

大
將
軍

(
549
)

周
10
︑宇
�
廙
墓
誌

宇
�
�

代
武
川

天
和
元

(
566
)
～

円
德
元

(
572
)
�

大
將
軍

K
家

(
14
歲
頃
)

左
宗
衞
↓
Y
國
↓
荊
州
刺

�
↓
益
州
總
管
↓
上
Y
國

↓
大
右
弼

宇
�
泰

大
冢
宰

(
556
)

Y
國

(
537
)

周
13

宇
�
神
擧

太
祖
族
子

天
和
元

(
566
)
～

円
德
元

(
572
)

開
府
儀
同
三
司

中
侍
上
士
↓
帥
都
督
↓
大

都
督
↓
儀
同
三
司
↓
右
大

夫
↓
開
府
儀
同
三
司
・
治

小
宮
伯

京
兆
尹
↓
熊
州
刺
�
↓
幷

州
刺
�
・
上
開
府
儀
同
↓

上
大
將
軍
↓
Y
國
↓
司

武
上
大
夫
↓
幷
州
總
管

宇
�
顯
和

東
夏
州
刺
�

(
554
)

儀
同
三
司

(
554
)

周
40

長
孫
覽

河
南
洛
陽

天
和
6

(
571
)
～

円
德
5

(
576
)
？

儀
同
三
司

東
宮
親
信
↓
大
都
督
↓
儀

同
三
司

小
司
空
↓
Y
國
↓
司
衞

上
大
夫
↓
上
Y
國
・
大

司
徒
↓
同
涇
二
州
刺
�
↓

宜
州
刺
�

長
孫
紹
�

少
保

(
565
)

大
將
軍

(
565
)

周
5
・
11
︑隋
51
︑長

孫
紹
�
墓
誌

宇
�
孝
伯

太
祖
族
子

円
德
5

(
576
)

開
府
儀
同
大
將
軍

宗
師
上
士
↓
右
侍
上
士
↓

小
宗
師
・
領
右
侍
・
儀
同

三
司
↓
開
府
儀
同
三
司
↓

司
會
中
大
夫
↓
左
右
宮
伯

下
大
夫
↓
東
宮
左
宮
正
↓

宗
師
中
大
夫
↓
京
兆
尹
↓

左
宮
伯

內
�
下
大
夫
↓
加
大
將
軍

↓
宗
師
中
大
夫
↓
司
衞

上
大
夫
↓
小
冢
宰

宇
�
深

司
會
中
大
夫

(
568
)

開
府
儀
同
三
司

(
557
)

周
40

韋
總

京
兆
杜
陵

円
德
5

(
576
)
�

開
府
儀
同
大
將
軍

不
�

京
兆
尹
↓
戰
沒

韋
孝
�

勳
州
總
管

(
561
)

Y
國

(
564
)

太
宗
妃
韋
珪
墓
誌
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表
二

宮
伯
中
大
夫
就
任
者

(続
き
)

人
名
1

本

貫

在
任
時
�

戎
秩
2

歷
任
官

(戎
秩
も
含
む
)
3

後
任
官

(戎
秩
も
含
む
)
4

父

父
の
官
位
5

父
の
戎
秩
6

出

典

右 宮 伯

厙
狄
嶔

代

北
周
末
？

開
府
儀
同
大
將
軍

齊
右
下
大
夫
↓
上
儀
同
↓

開
府

戶
部
尙
書

(隋
)

厙
狄
峙

少
師

(
568
)

大
將
軍

(
556
)

周
33
︑
北
69

李
椿

遼
東
襄
�

墓
誌
：
隴
西
敦
煌

大
象
2

(
580
)
～

大
定
元

(
581
)
？

上
儀
同
大
將
軍

�
司
邑
下
大
夫
↓
大
都
督

↓
左
侍
上
士
↓
儀
同
三
司

↓
同
州
監
領
↓
左
武
伯
下

大
夫
↓
上
儀
同
・
左
司
武

中
大
夫

開
府
儀
同
大
將
軍

李
弼

※
叔
父
喬
を

嗣
ぐ

太
師

(
557
)

※
喬
：
�
州
刺
�

(
564
？
)

Y
國

(
548
)

※
大
將
軍
(
557
)

周
15
︑
李
椿
墓
誌

于
顗

河
南
洛
陽

円
德
年
閒
？
～
大

象
元

(
579
)
�

上
開
府
儀
同
大
將
軍

大
都
督
↓
儀
同
三
司
↓
上

開
府
↓
左
宮
伯

郢
州
刺
�
↓
東
廣
州
刺
�

↓
吳
州
總
管

于
寔

涼
州
總
管

(
円
德
？
)

Y
國

(
570
)

隋
60

左 宮 伯

若
干
鳳

代
郡
武
川

恭
�
3

(
556
)
～

保
定
4

(
564
)
�

開
府
儀
同
三
司

開
府
儀
同
三
司

洛
州
刺
�
↓
大
馭
中
大
夫

↓
Y
國

若
干
惠

司
空

(
548
)

︱

周
17

于
�

河
南
洛
陽

恭
�
3

(
556
)
～

孝
閔
�

(
557
)

開
府
儀
同
三
司

員
外
散
騎
常
侍
↓
大
都

督
・
領
太
祖
帳
下
左
右
↓

鎭
南
將
軍
・
金
紫
光
祿
大

夫
・
散
騎
常
侍
・
武
衞
將

軍
↓
儀
同
三
司
↓
侍
中
・

開
府
儀
同
三
司

渭
州
刺
�
↓
右
宮
伯
中

大
夫
↓
軍
司
馬
↓
司
會

中
大
夫
↓
大
將
軍
↓
小
司

徒
・
Y
國
↓
安
州
總
管
↓

宜
陽
總
管
↓
河
陽
總
管
↓

豫
州
總
管
↓
大
司
徒
↓
幽

州
總
管
↓
上
Y
國

于
謹

大
司
徒

(
556
)

Y
國

(
549
)

周
30

賀
若
誼

河
南
洛
陽

孝
閔
�
元

(
557
)

～
武
成
元

(
559
)

開
府
儀
同
三
司

直
閤
將
軍
・
大
都
督
・
�

直
散
騎
常
侍
・
尙
食
典
御

↓
領

(
太
祖
)
親
信
↓
儀

同
三
司
・
略
陽
公
府
長
�

↓
司
射
下
大
夫

靈
邵
二
州
刺
�
↓
原
信
二

州
總
管
↓
治
熊
州
刺
�
↓

洛
州
刺
�
↓
大
將
軍
↓
亳

州
總
管
↓
上
大
將
軍

賀
若
瓜

北
雍
州
刺
�

(西

魏
)

︱

隋
39
︑
賀
若
誼
碑

竇
毅

扶
風
�
陵

保
定
3

(
563
)～
？

開
府
儀
同
三
司

員
外
散
騎
侍
郞
↓
符
璽
郞

↓
右
將
軍
・
太
中
大
夫
↓

撫
軍
將
軍
・
�
直
散
騎
常

侍
↓
儀
同
三
司
↓
開
府
儀

同
三
司
↓
幽
州
刺
�

小
宗
伯
↓
大
將
軍
↓
Y
國

↓
同
州
刺
�
↓
蒲
州
總
管

↓
金
州
總
管
↓
上
Y
國
↓

大
司
馬

竇
嶽

※
叔
父
竇
熾

早
卒

※
熾
：
大
宗
伯

(
564
)

︱※
Y
國

(
560
)

周
30
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表
二

宮
伯
中
大
夫
就
任
者

(続
き
)

人
名
1

本

貫

在
任
時
�

戎
秩
2

歷
任
官

(戎
秩
も
含
む
)
3

後
任
官

(戎
秩
も
含
む
)
4

父

父
の
官
位
5

父
の
戎
秩
6

出

典

左 宮 伯

元
定

河
南
洛
陽

保
定
中

開
府
儀
同
三
司

襄
威
將
軍
↓
�
�
將
軍
・

步
兵
校
尉
↓
�
將
軍
・
太

中
大
夫
↓
都
督
・
征
東
將

軍
・
金
紫
光
祿
大
夫
・
帥

都
督
↓
河
北
郡
守
・
大
都

督
・
�
直
散
騎
常
侍
↓
開

府
儀
同
三
司
↓
岷
州
刺
�

左
武
伯
中
大
夫
・
大
將
軍

元
�
龍

鉅
鹿
郡
守

(北
魏

末
？
)

︱

周
34

叱
列
椿

代
郡
西
部

天
和
初

(
566
)
？

大
將
軍

儀
同
三
司
↓
開
府
儀
同
三

司
↓
幽
州
刺
�

？

叱
列
伏
8

恒
州
刺
�

(
552
)

開
府
儀
同
三
司

(
548
)

周
20

宇
�
丘

代
人

円

德

元

(
572
)

�

大
將
軍

襄
威
將
軍
・
奉


�
・
都

督
↓
輔
國
將
軍
・
大
都
督

↓
儀
同
三
司
↓
開
府
儀
同

三
司
↓
咸
陽
郡
守
↓
汾
州

刺
�

�
州
刺
�
↓
涼
州
刺
�
・

Y
國

宇
�
孤

※
兄
宇
�
盛

沃
野
鎭
軍
/

(北

魏
)

※
盛
：
大
宗
伯
(
570
)

︱※
Y
國

(
564
)

周
29

宇
�
営

代
郡
武
川

墓
誌
：
遼
西
凡
城

円
德
元

(
572
)
～

円
德
3

(
574
)

開
府
儀
同
三
司

開
府
儀
同
三
司
↓
領
宇
�

護
親
信

宮
伯
↓
大
將
軍
↓
司
衞

↓
司
御
↓
上
Y
國

※
隋

書
は
英
果
中
大
夫

宇
�
盛

大
宗
伯

(
570
)

Y
國

(
564
)

隋
61
︑
宇
�
営
墓
誌

宇
�
孝
伯

太
祖
族
子

円
德
5

(
576
)

開
府
儀
同
大
將
軍

宗
師
上
士
↓
右
侍
上
士
↓

小
宗
師
・
領
右
侍
・
儀
同

三
司
↓
開
府
儀
同
三
司
↓

司
會
中
大
夫
↓
左
右
宮
伯

下
大
夫
↓
東
宮
左
宮
正
↓

宗
師
中
大
夫
↓
京
兆
尹

右
宮
伯
↓
內
�
下
大
夫

↓
大
將
軍
↓
宗
師
中
大
夫

↓
司
衞
上
大
夫
↓
小
冢

宰

宇
�
深

司
會
中
大
夫

(
568
)

開
府
儀
同
三
司

(
557
)

周
40

李
衍

遼
東
襄
�

宣
政
元

(
578
)
？

大
將
軍

千
牛
備
身
↓
開
府
↓
義
州

刺
�
↓
大
將
軍

定
州
刺
�
↓
鄜
州
刺
�
↓

上
大
將
軍

李
弼

太
師

(
557
)

Y
國

(
548
)

隋
54

于
顗

河
南
洛
陽

円
德
年
閒
？
～
大

象
元

(
579
)
�

上
開
府
儀
同
大
將
軍

大
都
督
↓
儀
同
三
司
↓
上

開
府

右
宮
伯
↓
郢
州
刺
�
↓

東
廣
州
刺
�
↓
吳
州
總
管

于
寔

涼
州
總
管

(
円
德
？
)

Y
國

(
570
)

隋
60
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表
二

宮
伯
中
大
夫
就
任
者

(続
き
)

人
名
1

本

貫

在
任
時
�

戎
秩
2

歷
任
官

(戎
秩
も
含
む
)
3

後
任
官

(戎
秩
も
含
む
)
4

父

父
の
官
位
5

父
の
戎
秩
6

出

典

領左右宮伯

竇
榮
定

扶
風
�
陵

大
象
2

(
580
)

上
開
府
儀
同
大
將
軍

千
牛
備
身
↓
�
東
將
軍
・

大
都
督
↓
儀
同
三
司
↓
開

府
↓
忠
州
刺
�
↓
上
開
府

↓
佽
飛
中
大
夫
↓
右
司
衞

上
大
夫

大
將
軍
・
洛
州
總
管

竇
善

※
叔
父
竇
熾

瀛
州
刺
�

(？
)

※
熾
：
太
傅

(
572
)

開
府
儀
同
三
司

(？
)

※
上
Y
國

(
577
)

周
30
︑
隋
39

1
：
八
Y
國
十
二
大
將
軍
ク
ラ
ス
の
一
族
は
ゴ
シ
ッ
ク
太
字
に
し
た
︒
ま
た
︑
確
實
に
漢
族
と
�
斷
で
き
る
事
例
に
は
網
掛
け
を
し
た
︒

2
：
西
魏
末
～
円
德
3

(
574
)
の
戎
秩
：
Y
國

(正
九
命
)
︱
大
將
軍

(正
九
命
)
︱
開
府
儀
同
三
司

(九
命
)
︱
儀
同
三
司

(
九
命
)
︱
大
都
督

(八
命
)
︱
帥
都
督

(
正
七
命
)
︱
都
督

(七
命
)

円
德
4

(
575
)
以
後
の
戎
秩
：
上
Y
國
︱
Y
國
︱
上
大
將
軍
︱
大
將
軍

(
以
上
正
九
)
︱
上
開
府
儀
同
大
將
軍
︱
開
府
儀
同
大
將
軍
︱
上
儀
同
大
將
軍
︱
儀
同
大
將
軍

(以
上
九
)
︱
大
都
督

(
八
)
︱

帥
都
督

(
正
七
)
︱
都
督

(
七
)

3
：
禁
衞
は
□
で
圍
ん
だ
︒
な
お
禁
衞
に
は
宮
伯
・
諸
侍
だ
け
で
な
く
︑
武
伯
・
六
H
の
ほ
か
︑
侍
伯
・
承
御
・
胥
附
・
太
祖
親
信
等
も
含
む
︒
ま
た
︑
K
家
事
例
に
は
年
齡

(數
え
年
)
を
付
し
た
︒

4
：
六
府
長
官

(
大
冢
宰
・
大
司
徒
・
大
宗
伯
・
大
司
馬
・
大
司
寇
・
大
司
空
)
・
四
輔
官

(宣
�
�
に
設
置
さ
れ
た
	
高
 
問
官
：
大
�
疑
・
大
後
丞
・
大
右
弼
・
大
左
輔
)
に
は
傍
線
を
付
し
た
︒

5
：
父
親
の
官
位
：
基
本

に
宮
伯
・
諸
侍
就
任
時
の
父
親
の
官
位
︒
旣
に
沒
し
て
い
る
場
合
は
生
�
の
	
高
官
︒
(

)
內
の
數
字
は
官
位
を
得
た
年
︒

6
：
父
親
の
戎
秩
：
基
本

に
宮
伯
・
諸
侍
就
任
時
の
父
親
の
戎
秩
︒
︱
は
戎
秩
制
度
の
定
ま
る
�
に
死
W
し
た
-
︒
(

)
內
の
數
字
は
戎
秩
を
得
た
年
︒
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表
三

宮
伯
下
大
夫
・
上
士
・
中
士
就
任
者

人

名

本

貫

在
任
時
�

戎

秩

歷
任
官

後
任
官

父

父
の
官
位

父
の
戎
秩

出

典

宮伯下大夫

宇
�
神
擧

太
祖
族
子

保
定
4
年

(
564
)

～
天
和
元

(
566
)

開
府
儀
同
三
司

中
侍
上
士
↓
帥
都
督
↓
大

都
督
↓
儀
同
三
司
↓
右
大

夫
↓
開
府
儀
同
三
司

右
宮
伯
中
大
夫
↓
京
兆

尹
↓
熊
州
刺
�
↓
幷
州
刺

�
・
上
開
府
儀
同
↓
上
大

將
軍
↓
Y
國
↓
司
武
上

大
夫
↓
幷
州
總
管

宇
�
顯
和

東
夏
州
刺
�

(
554
)

儀
同
三
司

(
554
)

周
40

若
干
榮

河
南
洛
陽

天
和
4

(
569
)
�

儀
同
三
司

太
祖
親
信
↓
都
督
↓
�
東

將
軍
・
親
信
帥
都
督
↓
大

都
督
↓
殿
中
監
↓
殿
中
舍
人

↓
儀
同
三
司
・
右
小
武
伯

北
齊
の
捕
虜

若
干
伏
德

恒
州
刺
�

(西
魏
？
)

儀
同
三
司

(西

魏
？
)

若
干
榮
墓
誌

右宮伯下大夫

楊
堅

弘
農
華
陰

(武
川

鎭
)

�
�
元

(
557
)
～

保
定
元

(
561
)

開
府
儀
同
三
司

京
兆
尹
功
曹
↓
儀
同
三
司

↓
開
府

左
小
宮
伯
↓
隨
州
刺
�

↓
大
將
軍
↓
Y
國
↓
定
州

總
管
↓
亳
州
總
管
↓
上
Y

國
・
大
司
馬
↓
大
後
丞
・

右
司
武
↓
大
�
疑
↓
左

大
丞
相
・
都
督
中
外
諸
軍

事
・
大
冢
宰

楊
忠

小
宗
伯

(
557
)

大
將
軍

(
558
)

隋
1

左宮伯下大夫

楊
堅

弘
農
華
陰

(武
川

鎭
)

保
定
元

(
561
)

開
府
儀
同
三
司

京
兆
尹
功
曹
↓
儀
同
三
司

↓
開
府
↓
右
小
宮
伯

隨
州
刺
�
↓
大
將
軍
↓
Y

國
↓
定
州
總
管
↓
亳
州
總

管
↓
上
Y
國
・
大
司
馬
↓

大
後
丞
・
右
司
武
↓
大

�
疑
↓
左
大
丞
相
・
都
督

中
外
諸
軍
事
・
大
冢
宰

楊
忠

小
宗
伯

(
557
)

大
將
軍

(
558
)

隋
1

左右小宮伯

宇
�
孝
伯

太
祖
族
子

円
德
年
閒

開
府
儀
同
三
司

宗
師
上
士
↓
右
侍
上
士
↓

小
宗
師
・
領
右
侍
・
儀
同

三
司
↓
開
府
儀
同
三
司
↓

司
會
中
大
夫

東
宮
左
宮
正
↓
宗
師
中
大

夫
↓
京
兆
尹
↓
左
宮
伯

↓
右
宮
伯
↓
內
�
下
大

夫
↓
大
將
軍
↓
宗
師
中
大

夫
↓
司
衞
上
大
夫
↓
小

冢
宰

宇
�
深

司
會
中
大
夫

(
568
)

開
府
儀
同
三
司

(
557
)

周
40
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表
三

宮
伯
下
大
夫
・
上
士
・
中
士
就
任
者

(続
き
)

人

名

本

貫

在
任
時
�

戎

秩

歷
任
官

後
任
官

父

父
の
官
位

父
の
戎
秩

出

典

左宮伯都上士

扈
志

魏
郡
內
黃

保
定
年
閒
？

大
都
督
↓
儀
同
三
司

太
祖
內
親
信
↓
魏
孝
武
�

Y
郞
・
殿
中
將
軍
↓
監
御

食
↓
都
督
・
左
侍
上
士
↓

帥
都
督
↓
宮
伯
上
士
↓
大

都
督
・
領
�
後
侍
中
士

開
府
↓
上
開
府
↓
Z
州
刺

�
・
雄
俊
中
大
夫

扈
敬

寧
豳
二
州
刺
�

(西

魏
？
)

儀
同
三
司

(西

魏
？
)

扈
志
碑
︑
扈
志
墓
誌

宮伯上士

扈
志

魏
郡
內
黃

�
�
�
？

帥
都
督
↓
大
都
督

太
祖
內
親
信
↓
魏
孝
武
�

Y
郞
・
殿
中
將
軍
↓
監
御

食
↓
都
督
・
左
侍
上
士
↓

帥
都
督

左
宮
伯
都
上
士
↓
開
府

↓
上
開
府
↓
Z
州
刺
�
・

雄
俊
中
大
夫

扈
敬

寧
豳
二
州
刺
�

(西

魏
？
)

儀
同
三
司

(西

魏
？
)

扈
志
碑
︑
扈
志
墓
誌

右宮伯上士

韓
恒
貴

燕
州
昌
�

北
周
末

大
都
督

晉
蕩
公
親
信
↓
都
督
・

領
胥
附
中
士
↓
領
英
果
中

士
↓
領
司
馭
中
士
↓
帥
都

督
↓
後
侍
上
士
・
大
都
督

東
宮
左
親
衞

(隋
)

韓
褒

少
保

(
570
)

開
府
儀
同
三
司

(
558
)

周
37
︑
韓
恒
貴
墓
誌

右宮伯中士

宋
永
貴

西
河
郡

大
象
元

(
579
)

？

殄
寇
將
軍
・
强
弩
司
馬

右
侍
中
士
↓
大
馭
都
下
士

宋
暉

£
伯
下
大
夫

(北
周
)

儀
同
三
司

(北

周
)

宋
永
貴
墓
誌
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表
四

左
右
中
侍

(
內
侍
)・
左
侍
・
右
侍
就
任
者

人

名

本

貫

在
任
時
�

戎

秩

歷
任
官

後
任
官

父

父
の
官
位

父
の
戎
秩

出

典

中 侍 上 士

若
干
雲

朔
州

孝
閔
�

(
557
)
～

天
和
5

(
570
)

都
督
↓
儀
同
三
司

太
祖
親
信
・
直
閤
將
軍

領
中
侍
上
士
↓
儀
同
三
司

↓
右
侍
伯
大
夫
↓
上
儀
同

↓
上
開
府
↓
梁
州
刺
�

若
干
興

？

儀
同
三
司

(西

魏
？
)

若
干
雲
墓
誌

宇
�
神
擧

太
祖
族
子

�
�
初

(
557
)
？

～
保
定
元

(
561
)

都
督
？

K
家

(
26
歲
)

帥
都
督
↓
大
都
督
↓
儀
同

三
司
↓
右
大
夫
↓
開
府
儀

同
三
司
・
宮
伯
下
大
夫

↓
右
宮
伯
中
大
夫
↓
京

兆
尹
↓
熊
州
刺
�
↓
幷
州

刺
�
・
上
開
府
儀
同
↓
上

大
將
軍
↓
Y
國
↓
司
武

上
大
夫
↓
幷
州
總
管

宇
�
顯
和

東
夏
州
刺
�

(
554
)

儀
同
三
司

(
554
)

周
40

杜
整

京
兆
杜
陵

�
�
�

都
督

太
祖
親
信
↓
中
山
公
府
幕

僚
？
↓
都
督

儀
同
三
司
↓
武
州
刺
�
↓
上

儀
同
↓
勳
曹
中
大
夫
↓
開
府

杜
闢

渭
州
刺
�

(西
魏
)

？

隋
54

蘇
慈

扶
風

武
成
元

(
559
)
～

天
和
2

(
567
)

無

右
侍
中
士
↓
曠
野
將
軍

右
侍
上
士
↓
都
督
↓
治

大
都
督
・
領
�
侍
兵
↓

大
都
督
↓
宣
¤
上
士
↓
左

勳
衞
都
上
士
↓
夏
官
府
都

上
士
↓
治
中
義
都
上
士
↓

儀
同
三
司
・
領
胥
附
禁
兵

↓
領
左
侍
伯
禁
兵
↓
開

府
↓
�
侍
伯
中
大
夫
↓

右
侍
伯
中
大
夫
↓
右
少

司
衞
中
大
夫
↓
司
衞
上

大
夫
↓
工
部
中
大
夫

蘇
武
周

兗
州
刺
�

(北
周
)

開
府
儀
同
三
司

(北
周
)

隋
46
︑
蘇
慈
墓
誌

王
軌

太
原
l

武
成
2

(
560
)

？

輔
城
公
幕
僚
？
↓
�
侍
下

士

左
侍
上
士
↓
內
�
上
士
↓

內
�
下
大
夫
・
儀
同
三
司

↓
內
�
中
大
夫
・
開
府
儀

同
三
司
↓
上
開
府
↓
上
大

將
軍
↓
Y
國
・
徐
州
總
管

王
光

勳
州
刺
�

(
560
)

開
府
儀
同
三
司

(
556
？
)

周
40
︑
王
光
墓
誌
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表
四

左
右
中
侍

(
內
侍
)・
左
侍
・
右
侍
就
任
者

(続
き
)

人

名

本

貫

在
任
時
�

戎

秩

歷
任
官

後
任
官

父

父
の
官
位

父
の
戎
秩

出

典

中侍上士

尉
遲
愷

？

保
定
3

(
563
)

？

？

？

？

？

？

周
25

燕
榮

弘
農
華
陰

円
德
5

(
577
)
�

？

K
家
？

開
府
儀
同
三
司

燕
偘

楚
州
刺
�
？

大
將
軍
(北
周
)

隋
74
︑
越
國
太
妃

燕
氏
墓
誌

右中侍上士

楊
瓚

弘
農
華
陰

(
武
川
鎭
)

保
定
4

(
564
)
�

？

K
家

(
15
歲
以
�
)？

御
伯
中
大
夫
↓
儀
同
三
司

↓
¥
部
中
大
夫
・
上
儀
同

↓
大
將
軍
↓
大
宗
伯
↓
上

Y
國

楊
忠

大
司
空

(
562
)

Y
國

(
558
)

隋
44

姫
威

河
南
洛
陽

大
象
元

(
579
)

儀
同
三
司

宿
衞
↓
折
衝
上
士
↓
大

都
督
↓
儀
同
三
司
↓
承
御

大
夫

領
丞
相
府
右
帳
內
↓
開
府

姫
¦

勳
州
總
管

(北
周
)

開
府
儀
同
三
司

(北
周
)

姫
威
墓
誌

左中侍上士

王
誼

河
南
洛
陽

孝
閔
�
元

(
557
)

～
�
�
�
？

？

K
家

(
18
歲
)？

御
正
大
夫
↓
雍
州
別
駕
↓

儀
同
↓
內
�
大
夫
↓
相
州

刺
�
↓
內
�
上
大
夫
↓
襄

州
總
管
↓
Z
州
總
管
↓
大

司
徒

王
顯

鳳
州
刺
�
(北
周
)

大
將
軍

(北
周
)

周
20
︑
隋
40

右 侍 上 士

宇
�
孝
伯

太
祖
族
子

保
定
初

(
561
)
？

～
天
和
元

(
566
)

大
都
督
？

宗
師
上
士

小
宗
師
・
領
右
侍
・
儀

同
三
司
↓
開
府
儀
同
三
司

↓
司
會
中
大
夫
↓
左
右

小
宮
伯
↓
東
宮
左
宮
正

↓
宗
師
中
大
夫
↓
京
兆
尹

↓
左
宮
伯
↓
右
宮
伯
↓

內
�
下
大
夫
↓
大
將
軍
↓

宗
師
中
大
夫
↓
司
衞
上

大
夫
↓
小
冢
宰

宇
�
深

京
兆
尹

(
561
)

開
府
儀
同
三
司

(
557
)

周
27
・
40

楊
�
紀

弘
農
華
陰

保
定
4

(
564
)
～

円
德
元

(
572
)
�

帥
都
督
？

K
家

(
19
歲
)

大
都
督
・
右
游
擊
上
士

↓
儀
同
三
司
↓
魯
山
防
/

↓
安
州
總
管
府
司
錄
↓
§

部
下
大
夫
・
上
儀
同
三
司

楊
�

梁
州
總
管

(
561
)

大
將
軍

(
558
？
)
周
22
︑
隋
48
︑
楊
紀

墓
誌
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表
四

左
右
中
侍

(
內
侍
)・
左
侍
・
右
侍
就
任
者

(続
き
)

人

名

本

貫

在
任
時
�

戎

秩

歷
任
官

後
任
官

父

父
の
官
位

父
の
戎
秩

出

典

右 侍 上 士

上
官
政

京
兆

天
和
元

(
566
)

？

K
家

折
衝
上
士

上
官
某

某
州
刺
�

(北
周
)

大
將
軍
？

上
官
政
碑

蘇
慈

扶
風

天
和
2

(
567
)
～

天
和
6

(
571
)

都
督
↓

大
都
督

右
侍
中
士
↓
曠
野
將
軍
↓

中
侍
上
士

宣
¤
上
士
↓
左
勳
衞
都

上
士
↓
夏
官
府
都
上
士

↓
治
中
義
都
上
士
↓
儀
同

三
司
・
領
胥
附
禁
兵
↓

領
左
侍
伯
禁
兵
↓
開
府

↓
�
侍
伯
中
大
夫
↓
右

侍
伯
中
大
夫
↓
右
少
司

衞
中
大
夫
↓
司
衞
上
大

夫
↓
工
部
中
大
夫

蘇
武
周

兗
州
刺
�

(北
周
)

開
府
儀
同
三
司

(北
周
)

隋
46
︑
蘇
慈
墓
誌

司
馬
偘

河
內
溫

天
和
2

(
567
)
～

円
德
初
？

都
督
↓
大
都
督

？

儀
同
三
司
↓
樂
安
郡
守
↓

開
府
↓
兗
州
刺
�

司
馬
裔

信
州
刺
�

(
567
頃
)

大
將
軍

(
571
)

周
36

長
孫
懿

恒
州
高
柳

天
和
3

(
568
)

無

K
家

(
16
歲
)

都
督
↓
帥
都
督
↓
大
都
督

↓
儀
同
三
司

長
孫
隆

興
州
刺
�

(
567
頃
)

開
府
儀
同
三
司

(北
周
)

長
孫
懿
墓
誌

Z
綱

滎
陽
開
封

天
和
4

(
569
)

？

？

？

Z
«

始
州
刺
�

(
568
)

開
府
儀
同
三
司

(
559
)

Z
«
墓
誌

李
安

隴
西
狄
�

天
和
中

(
566

～

571
)

大
都
督
？

K
家

儀
同
・
少
師
右
上
士
↓
職

方
中
大
夫
↓
開
府

李
蔚

朔
燕
恒
三
州
刺
�

(北
周
)

？

隋
50

呂
武

天
水

円
德
初

(
572
)
～

大
象
末

(
580
)
�

都
督
？

晉
蕩
公
內
親
信
↓
代
王
府

幕
僚
？

承
御
上
士
↓
右
親
衞
・

帥
都
督
↓
大
都
督

呂
眞

巴
渠
�
洮
四
州
刺

�

(北
周
)

開
府
儀
同
三
司

(北
周
)

呂
武
墓
誌

楊
操

弘
農
華
陰

円
德
3

(
574
)
�

？

K
家

(
24
歲
以
�
)

右
庶
衞
上
士
↓
右
侍
伯

上
士
↓
右
胥
附
上
士

楊


汾
州
刺
�

(
571
)

開
府
儀
同
三
司

(
570
)

辯
4
︑
楊
操
墓
誌

韋
壽

京
兆
杜
陵

円
德
3

(
574
)
�

都
督
？

K
家

(
18
歲
)

司
右
上
士
↓
大
都
督
↓
雍

州
/
®
↓
儀
同
大
將
軍
↓

御
伯
下
大
夫
↓
司
右
大
夫

↓
京
兆
尹

韋
孝
�

勳
州
總
管

(
561
？

～
577
)

Y
國

(
564
)

隋
47
︑
韋
壽
墓
誌
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表
四

左
右
中
侍

(
內
侍
)・
左
侍
・
右
侍
就
任
者

(続
き
)

人

名

本

貫

在
任
時
�

戎

秩

歷
任
官

後
任
官

父

父
の
官
位

父
の
戎
秩

出

典

右 侍 上 士

于
璽

河
南
洛
陽

円
德
4

(
575
)
�

儀
同
三
司
？

K
家

儀
同
↓
領
右
羽
林
↓
少

胥
附
↓
開
府
↓
職
方
中

大
夫
↓
右
勳
曹
中
大
夫
・

領
右
忠
義
↓
上
開
府

于
�

安
州
總
管

(
573
)

Y
國

(
571
)

隋
60

李
威

隴
西
成
紀

円
德
5

(
576
)
�

？

K
家

開
府
儀
同
三
司
↓
上
開

府
・
軍
司
馬
↓
大
將
軍
・

熊
州
刺
�
↓
Y
國

李
基

江
州
刺
�

(
560
)

開
府
儀
同
三
司

(
555
？
)

周
25

于
宣
敏

河
南
洛
陽

北
周
末

？

K
家

千
牛
備
身

于
義

邵
州
刺
�

(武
�

�
)

開
府
儀
同
三
司

(北
周
)

隋
39

元
�
都

河
南
洛
陽

北
周

？

？

內
�
舍
人

(隋
)

元
孝
則

小
冢
宰

(北
周
末
)

？

隋
71

宇
�
愷

昌
黎
大
棘

北
周

？

K
家

御
正
中
大
夫
↓
儀
同
三
司

↓
上
開
府

宇
�
貴

太
保

(
565
)

Y
國

(
557
)

周
19
︑
隋
68

劉
子
�

弘
農
華
陰

北
周

大
都
督
？

？

絳
州
別
駕

劉
志

成
州
刺
�

(
570
)

開
府
儀
同
三
司

(
560
)

周
36

左 侍 上 士

扈
志

魏
郡
內
黃

孝
閔
�
元

(
557
)

都
督

太
祖
內
親
信
↓
魏
孝
武
�

Y
郞
・
殿
中
將
軍
↓
監
御
食

宮
伯
上
士
↓
左
宮
伯
都

上
士
↓
開
府
↓
上
開
府
↓

Z
州
刺
�
・
雄
俊
中
大
夫

扈
敬

寧
豳
二
州
刺
�

(西

魏
？
)

儀
同
三
司
(西

魏
？
)

扈
志
碑
︑
扈
志
墓
誌

鹿
善

濟
陰
乘
氏

武
成
2

(
560
)
～

天
和
5

(
570
)

都
督

都
督

帥
都
督
↓
大
都
督
↓
儀
同

三
司
↓
司
金
下
大
夫
↓
開

府
儀
同
三
司
↓
司
金
中
大

夫
↓
同
州
總
監

鹿
僧
曉

大
丞
相
府
從
事
中
郞

開
府
儀
同
三
司

(北
周
？
)

鹿
善
墓
誌

王
頒

太
原
l

�

�

�

(
557

～

560
)

？

K
家

漢
中
太
守
↓
儀
同
三
司

王
僧
辯

太
尉

(梁
555
)

︱

隋
72

泉
暅

上
洛
豐
陽

�

�

�

(
557

～

560
)
？

都
督
？

豐
陽
縣
令

帥
都
督
↓
儀
同
三
司
↓
純

州
防
/
↓
開
府

泉
仲
°

金
州
刺
�

(
557
頃
)

開
府
儀
同
三
司

(
550
？
)

周
44
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表
四

左
右
中
侍

(
內
侍
)・
左
侍
・
右
侍
就
任
者

(続
き
)

人

名

本

貫

在
任
時
�

戎

秩

歷
任
官

後
任
官

父

父
の
官
位

父
の
戎
秩

出

典

左 侍 上 士

王
軌

太
原
l

保
定
初

(
561
)

？

輔
城
公
幕
僚
？
↓
�
侍
下

士
↓
中
侍
上
士

內
�
上
士
↓
內
�
下
大

夫
・
儀
同
三
司
↓
內
�
中

大
夫
・
開
府
儀
同
三
司
↓

上
開
府
↓
上
大
將
軍
↓
Y

國
・
徐
州
總
管

王
光

勳
州
刺
�

(
560
)

開
府
儀
同
三
司

(
556
？
)

周
40
︑
王
光
墓
誌

李
椿

遼
東
襄
�

(
墓

誌
：
隴
西
敦
煌
)

保
定
4

(
564
)
～

天
和
元

(
566
)

大
都
督

�
司
邑
下
大
夫
↓
大
都
督

儀
同
三
司
↓
同
州
監
領
↓

左
武
伯
下
大
夫
↓
上
儀

同
・
左
司
武
中
大
夫
↓

右
宮
伯
中
大
夫
↓
開
府

李
弼

※
叔
父
喬
を

嗣
ぐ

太
師

(
557
)

※
喬
：
�
州
刺
�

(
564
？
)

Y
國

(
548
)

※
大
將
軍

(
557
)

周
15
︑
李
椿
墓
誌

陸
讓

吳
郡

保
定
5

(
565
)

？

K
家

(
17
歲
)

少
¤
言
↓
儀
同

陸
�

大
司
寇

(
565
)

開
府
儀
同
三
司

(西
魏
)

周
32
︑
陸
讓
碑

宇
�
穆

河
南
洛
陽

武
成
元

(
559
)
後

？

太
學
生
↓
射
策
甲
科
↓
K
家

宗
衞
・
宗
英
上
士
↓
大

都
督
・
驍
騎
上
士

宇
�
康

河
州
刺
�

(西
魏
)

大
將
軍

(
557
)

宇
�
穆
墓
誌

李
詢

原
州
�
高

天
和
4

(
569
)

都
督

K
家
？

¤
言
上
士
↓
內
�
上
士
↓

司
衞
上
士
↓
儀
同
三
司

↓
長
安
令
↓
英
果
中
大
夫

↓
大
將
軍
↓
上
Y
國

李
賢

河
州
總
管

(
569
以

�
)

大
將
軍

(
569
)

周

25
︑
隋

37
︑
李

賢
墓
誌

Z
譯

滎
陽
開
封

天
和
年
閒
？
～

円
德
元

(
572
)

都
督

給
事
中
士

御
正
下
大
夫
↓
太
子
宮
尹

↓
除
名
↓
開
府
・
內
�
下
大

夫
↓
內
�
上
大
夫
↓
除
名

↓
領
內
�
事
↓
內
�
上
大

夫
↓
Y
國
・
丞
相
府
長
�
・

治
內
�
上
大
夫
事
↓
領
天

官
都
府
司
會
↓
上
Y
國

Z
孝
穆

少
司
空

(天
和
年

閒
？
)

開
府
儀
同
三
司

(
557
)

周
35
︑
隋
38

杜
彥

雲
中

天
和
4

(
569
)
�

都
督
？

K
家

大
都
督
↓
儀
同
↓
治
隆
山

郡
事
↓
隴
州
刺
�
↓
上
開

府
↓
魏
郡
太
守

杜



？

？

隋
55
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表
四

左
右
中
侍

(
內
侍
)・
左
侍
・
右
侍
就
任
者

(続
き
)

人

名

本

貫

在
任
時
�

戎

秩

歷
任
官

後
任
官

父

父
の
官
位

父
の
戎
秩

出

典

左 侍 上 士

宇
�
瑾

河
南
洛
陽

天
和
6

(
571
)

？

？

？

宇
�
貞

京
兆
尹

(
568
)

開
府
儀
同
三
司

(西
魏
)

宇
�
貞
墓
誌

柳
旦

河
東
解

円
德
年
閒
？

？

K
家

兵
部
下
大
夫
↓
儀
同
三
司

柳
慶

司
會
中
大
夫

(
563
)

開
府
儀
同
三
司

(
554
)

周
22
︑
隋
47

于
宣
	

河
南
洛
陽

円
德
年
閒
？

？

K
家

承
御
上
士
↓
丞
相
府
外

兵
曹
參
軍
↓
儀
同

于
義

西
兗
瓜
邵
州
刺
�

(武
�
�
)

開
府
儀
同
三
司

(北
周
)

隋
39

李
渾

隴
西
成
紀

北
周
末
？

？

K
家

上
儀
同
三
司

李
穆

幷

州
總
管

(
円
德

年
閒
)

上
Y
國

(
577
)

隋
37

姜
謩

秦
州
上
邽

北
周
末
？

？

K
家

(
24
歲
以
�
)

秦
王
府
司
兵
參
軍

(隋
)

姜
景

岷
州
總
管

(北
周
)

開
府
儀
同
三
司

(北
周
)

姜
謩
墓
誌

高
儒

高
句
麗
人

北
周

？

K
家
？

儀
同
大
將
軍

高
琳

丹
州
刺
�

(
567
)

Y
國

(
571
)

周
29

右 侍 中 士

蘇
慈

扶
風

孝
閔
�
元

(
557
)

～
武
成
元

(
559
)

無

K
家

(
19
歲
)

曠
野
將
軍
↓
右
侍
上
士
↓

都
督
↓
治
大
都
督
・
領
�

侍
兵
↓
大
都
督
↓
宣
¤
上

士
↓
左
勳
衞
都
上
士
↓
夏

官
府
都
上
士
↓
治
中
義
都

上
士
↓
儀
同
三
司
・
領
胥

附
禁
兵
↓
領
左
侍
伯
禁
兵

↓
開
府
↓
�
侍
伯
中
大
夫

↓
右
侍
伯
中
大
夫
↓
右

少
司
衞
中
大
夫
↓
司
衞
上

大
夫
↓
工
部
中
大
夫

蘇
武
周

兗
州
刺
�

(北
周
)

開
府
儀
同
三
司

(北
周
)

隋
46
︑
蘇
慈
墓
誌

宋
永
貴

西
河
郡

大
象
元

(
579
)

？

殄
寇
將
軍
・
强
弩
司
馬
↓

右
宮
伯
中
士

大
馭
都
下
士

宋
暉

£

伯
下
大
夫
(北

周
)

儀
同
三
司
(北

周
)

宋
永
貴
墓
誌
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表
五

�
侍
・
後
侍
・
宗
侍
・
勳
侍
就
任
者

(騎
侍
・
庶
侍
就
任
者
は
確
2
で
き
ず
)

人

名

本

貫

在
任
時
�

戎

秩

歷
任
官

後
任
官

父

親

父
の
官
位

父
の
戎
秩

出

典

�侍上士

庫
�
洛

？

武
成
2

(
560
)

？

？

？

庫
汗
宗

？

帥
都
督

(
560
)

合
方
邑
子
百
數
十

人
�
宴
記

後侍上士

韓
恒
貴

燕
州
昌
�

北
周
末

大
都
督

晉
蕩
公
親
信
↓
都
督
・

領
胥
附
中
士
↓
領
英
果
中

士
↓
領
司
馭
中
士
↓
帥
都

督

領
右
宮
伯
上
士

韓
褒

少
保

(
570
)

開
府
儀
同
三
司

(
558
)

周
37
︑
韓
恒
貴
墓
誌

� 侍 中 士

楊
欽

弘
農
華
陰

恭
�
3

(
556
)

帥
都
督
？

K
家

(
21
歲
)

大
都
督
↓
儀
同
三
司
↓
開

府
↓
兆
州
刺
�
↓
恒
州
刺

�

楊
�

魏
興
太
守

(
547
)

大
都
督
？

楊
欽
墓
誌
︑楊
�
墓

誌

扈
志

(領
�

後
侍
中
士
)

魏
郡
內
黃

�

�

�

(
557

～

560
)
？

※
本
官
は
宮
伯
上

士

大
都
督

太
祖
內
親
信
↓
魏
孝
武
�

Y
郞
・
殿
中
將
軍
↓
監
御

食
↓
都
督
・
左
侍
上
士
↓

帥
都
督
↓
宮
伯
上
士
↓
大

都
督

左
宮
伯
都
上
士
↓
儀
同

三
司
↓
開
府
↓
上
開
府
↓

Z
州
刺
�
・
雄
俊
中
大
夫

扈
敬

寧
豳
二
州
刺
�

(西

魏
？
)

儀
同
三
司

(西

魏
)

扈
志
碑

孔
神
�

魯
國
趨
邑

保
定
3

(
563
)
～

天
和
6

(
571
)

無

輔
城
郡
公
親
信

司
武
羽
林
・
都
督
↓
雄

峻
領
中
士
↓
帥
都
督
↓
大

都
督

孔
某

？

都
督

孔
神
�
墓
誌

蘆
澄

？

北
周

？

？

郡
司
功

蘆
誼

？

大
都
督
？

蘆
誼
�
宴
記

後侍中士

扈
志

(領
�

後
侍
中
士
)

魏
郡
內
黃

�

�

�

(
557

～

560
)
？

※
本
官
は
宮
伯
上

士

大
都
督

太
祖
內
親
信
↓
魏
孝
武
�

Y
郞
・
殿
中
將
軍
↓
監
御

食
↓
都
督
・
左
侍
上
士
↓

帥
都
督
↓
宮
伯
上
士
↓
大

都
督

左
宮
伯
都
上
士
↓
儀
同

三
司
↓
開
府
↓
上
開
府
↓

Z
州
刺
�
・
雄
俊
中
大
夫

扈
敬

寧
豳
二
州
刺
�

(西

魏
？
)

儀
同
三
司

(西

魏
)

扈
志
碑

蘆
澄

？

北
周

？

？

郡
司
功

蘆
誼

？

大
都
督
？

蘆
誼
�
宴
記



(二
)

諸
侍
就
任
者

中
侍
・
左
侍
・
右
侍
上
士
就
任
者
を
ま
と
め
る
と
表
四
の
よ
う
に
な
り
︑
四
四
例
確
2
で
き
る
︒
そ
の
多
く
が
開
府
以
上
の
元
勳
・
功
臣

(上
Y
國
一
名
／
Y
國
五
名
／
大
將
軍
八
名
／
開
府
一
九
名
)
の
子
弟
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
漢
族
は
一
三
名
確
2
で
き
︑
そ
の
多
く
が
關
中
郡
姓

(京

兆
杜
・
京
兆
韋
・
扶
風
蘇
・
弘
農
楊
・
河
東
柳
)
や
入
關
山
東
貴
族

(
滎
陽
Z
・
河
內
司
馬
)
で
あ
る
︒
中
・
左
・
右
侍
上
士
も
宮
伯
と
同
樣
に
︑
禁

衞
經
驗
者
が
散
見
さ
れ
る

(九
例
)
︒
ま
た
︑
K
家
事
例
は
二
四
名
に
の
ぼ
り
︑
K
家
官
と
し
て
機
能
し
て
い
た
樣
子
が
窺
え
る
︒
そ
の
た
め

本
人
の
戎
秩
は
宮
伯
上
士
よ
り
も
や
や
低
く
︑
大
都
督
よ
り
も
︑
都
督

(七
命
)
や
戎
秩
無
し
k
び
戎
秩
不
�
の
方
が
多
い
︒
K
家
年
齡
が
特
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表
五

�
侍
・
後
侍
・
宗
侍
・
勳
侍
就
任
者

(騎
侍
・
庶
侍
就
任
者
は
確
2
で
き
ず
)
(続
き
)

人

名

本

貫

在
任
時
�

戎

秩

歷
任
官

後
任
官

父

親

父
の
官
位

父
の
戎
秩

出

典

�侍下士？

王
軌

太
原
l

武
成
2

(
560
)

※
武
成
2
年

(
560
)

8
�
に
作
成
さ

れ

た﹁
王

光

墓

誌
﹂に
は
︑﹁
中
侍

上
士
﹂と
あ
る
︒

﹃
周
書
﹄の
±
り

の
可
能
性
あ
り
︒

？

輔
城
公
幕
僚

中
侍
上
士
↓
左
侍
上
士

↓
內
�
上
士
↓
內
�
下
大

夫
・
儀
同
三
司
↓
內
�
中

大
夫
・
開
府
儀
同
三
司
↓

上
開
府
↓
上
大
將
軍
↓
Y

國
・
徐
州
總
管

王
光

勳
州
刺
�

(
560
)

開
府
儀
同
三
司

(
556
？
)

周
40

宗侍下士

姚
辯

武
威

保
定
4

(
564
)
～

天
和
2

(
567
)

？

K
家

(
19
歲
)

大
都
督
↓
檢
校
武
候
兵
事

姚
寶

散
騎
常
侍

(西
魏
)

？

姚
辯
墓
誌

右勳侍下士

常
醜
奴

扶
風
始
�

保
定
元

(
561
)
～

保
定
3

(
563
)

？

K
家

(
42
歲
)

膳
部
下
士
↓
天
官
府
治
中

士

常
歡

右
旅
侍
・
直
寢

(西

魏
)

？

常
醜
奴
墓
誌

表
二
～
表
五
は
︑
王
仲
犖
﹃
北
周
六
典
﹄
(
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
七
年
︑
初
版
一
九
七
九
年
)
を
も
と
に
諸
�
料
で
補
っ
て
作
成
︒

周
：﹃
周
書
﹄
︑
隋
：
﹃
隋
書
﹄
︑
北
：
﹃
北
�
﹄
(
以
上
︑
中
華
書
局
本
)
︑
辨
：
﹃
辨
正
論
﹄
(﹃
大
正
怨
脩
大
藏
經
﹄
卷
五
二
︑
大
正
怨
脩
大
藏
經
刊
行
會
︑
一
九
六
一
年
)



定
で
き
た
人
物

(九
名
)
の
多
く
が
十
代
後
%
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
の
官
歷
を
見
る
と
︑
六
府
官
僚
や
地
方
長
官

(刺
�
・
總
管
)
の
ほ
か
︑
多

く
が
禁
衞
官
に
就
任
し
て
い
る

(一
七
例
)
︒
ま
た
︑
三
名

(宇
�
神
擧
・
蘇
慈
・
宇
�
孝
伯
)
が
司
衞
・
司
武
上
大
夫
︑
二
名

(楊
瓚
・
王
誼
)
が

六
府
長
官
に
就
任
し
︑
三
名
が
上
Y
國
を
拜
し
て
い
る
︒
王
軌
・
王
誼
・
Z
譯
の
よ
う
に
武
�
親
政
�
・
宣
�
�
に
皇
�
側
�
官
の
內
�
に
就

任
し
た
人
物
も
み
え
る
﹇
會
田
二
〇
一
四
﹈︒

一
方
︑
�
・
後
侍
上
士
は
二
例
︑
�
・
後
侍
中
士
は
六
例
︑
宗
・
勳
侍
下
士
は
二
例
し
か
見
え
ず
︑
騎
侍
・
庶
侍
は
就
任
者
が
確
2
で
き
な

い

(表
五
)
︒
正
�
に
記
載
の
あ
る
人
物
は
少
な
く
︑
親
族
の
戎
秩
も
儀
同
以
下
が
多
く
︑
中
・
左
・
右
侍
よ
り
も
低
い
︒
ま
た
︑
右
侍
上
士

の
蘇
慈
が
�
侍
兵
を
H
い
て
い
る
こ
と
か
ら(38

)
︑
�
侍
は
右
侍
等
の
下
位
に
位
置
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒﹇
田
丸
二
〇
一
五
﹈
は
︑
諸
侍

の
持
つ
武
具
裝
d
に
は
三
種
の
格
式
が
あ
り
︑
金

(宮
伯
・
中
侍
)
︱
銀

(左
・
右
・
�
・
後
・
騎
侍
)
︱
金
塗

(宗
・
庶
・
勳
侍
)
と
い
う
等
³

が
存
在
し
た
と
す
る
︒
し
か
し
︑
實
際
に
は
裝
d
上
の
格
式
と
衣
な
り
︑
中
・
左
・
右
侍
の
下
に
�
・
後
侍
が
位
置
し
︑
騎
・
宗
・
庶
・
勳
侍

は
a
に
そ
の
下
位
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

(三
)

小
結

こ
こ
で
宮
伯
・
諸
侍
就
任
者
の
傾
向
を
ま
と
め
た
い
︒
宮
伯
・
諸
侍

(中
・
左
・
右
侍
)
に
は
/
に
元
勳
・
功
臣
子
弟
が
就
任
し
て
お
り
︑

宮
伯
中
大
夫
に
は
宗
室
や
姻
戚
も
散
見
さ
れ
た
︒
宮
伯
は
ほ
ぼ
非
漢
族
で
占
め
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
非
漢
族
系
元
勳
・
功
臣
を
優
[
す
る
北

周
の
´
勢
と
合
致
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
諸
侍
に
は
多
數
の
漢
族
が
就
任
し
て
お
り
︑
北
周
に
お
い
て
漢
族
と
の
協
力
體
制
が
缺
か
せ
な
か
っ

た
樣
子
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑
宮
伯
・
諸
侍
は
禁
衞
經
驗
者
が
多
く
︑
諸
侍
か
ら
宮
伯
に
昇
(
す
る
事
例
や
︑
禁
衞
を
歷
任
す
る
事
例
の
ほ
か
︑

宇
�
泰
や
宇
�
護
の
親
信
か
ら
侍
衞
に
轉
任
す
る
事
例
も
あ
っ
た
︒﹇
�
田
二
〇
一
一
﹈
は
霸
府
親
信
が
宇
�
氏
の
閒
で
繼
承
さ
れ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
が
︑
侍
衞
も
同
樣
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
そ
の
後
の
官
歷
を
み
る
と
︑
宮
伯
・
諸
侍
就
任
者
か
ら
武
�
親
政
�
に
禁

衞
長
官
・
皇
�
側
�
官

(
內
�
)
・
地
方
總
管
・
六
府
長
官
・
上
Y
國
な
ど
が
輩
出
さ
れ
た
︒
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諸
侍
に
は
﹁
中
・
左
・
右
侍

>

�
・
後
侍

>

騎
・
宗
・
庶
・
勳
侍
﹂
と
い
う
ラ
ン
ク
が
存
在
し
て
い
た
︒
こ
の
う
ち
中
・
左
・
右
侍
上
士

は
︑
元
勳
や
開
府
以
上
の
功
臣
子
弟
の
K
家
官
と
し
て
機
能
し
︑
禁
衞
・
高
官
を
輩
出
し
た
︒
開
皇
一
二
年

(
五
九
二
)
﹁
呂
武
墓
誌
﹂
(梶
山

目
錄
一
三
八
六
)
に
は
︑

円
德
の
初
め
︑
周
の
武
皇
�
︑
公
の
毗
贊
の
能
を
知
り
︑
}
し
て
代
王
を
輔
け
し
め
︑
後
に
敕
し
て
公
の
才
を
盡
さ
ざ
る
を
已も

っ

て
︑
勳
胄

に
入
れ
し
め
︑
右
侍
・
承
御
二
上
士
に


る(39

)
︒

と
あ
り
︑
右
侍
・
承
御
上
士
は
﹁
勳
胄
﹂
(功
臣
子
弟
の
つ
く
官
)
と
2
識
さ
れ
て
い
た(40

)
︒
ま
た
︑
貞
觀
一
七
年

(六
四
三
)
﹁
陸
讓
碑(41

)
﹂
に
は
︑

保
定
五
年
を
以
て
左
侍
上
士
に
釋
褐
し
︑
班
列
に
從
ふ
な
り
︒

と
あ
り
︑
保
定
五
年

(五
六
五
)
の
左
侍
上
士
で
の
K
家

(一
七
歲
)
を
�
常
の
昇
(
の
順
序
に
從
っ
た

(﹁
班
列
に
從
ふ
﹂
)
と
表
現
し
て
い
る
︒

こ
の
こ
と
は
﹁
功
臣

(開
府
以
上
)
子
弟
↓
中
・
左
・
右
侍
上
士
K
家
﹂
と
い
う
入
官
コ
ー
ス
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
-
味
す
る
︒
大
業
六

年

(六
一
〇
)
﹁
姫
威
墓
誌
﹂
(梶
山
目
錄
一
六
五
八
)
に
も
︑
官
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑

天
和
三
年
︑
開
府
の
子
を
以
て
宿
衞
に
長
上
す
︒

と
あ
り
︑
天
和
三
年

(五
六
八
)
に
開
府
の
子
と
し
て
宿
衞
で
K
家

(二
〇
歲
)
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る(

42
)

︒
�
料
に
は
�
確
に
見
え
な
い

が
�
・
後
侍
以
下
の
諸
侍
も
儀
同
以
下
の
功
臣
子
弟
の
K
家
官
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
侍
衞
が
入
官
コ
ー
ス
と
し
て
機
能
し
た
點
は
︑
北
魏

�
�
の
內


官
や
ケ
シ
ク

官
制
と
類
似
し
て
い
る
︒

五
．
北
周
の
政
治
動
向
と
侍
衞

(一
)

宇
�
護
執
政
�

	
後
に
北
周
の
政
治
動
向
と
侍
衞
の
關
係
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
︒
宇
�
泰
歿
後
︑
甥
の
宇
�
護
が
宇
�
覺

(
泰
の
子
)
を
擁
立
し
て
︑
孝
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閔
�
元
年

(五
五
七
)
正
�
に
北
周
を
円
國
し
た
︒
宇
�
護
は
八
Y
國
ク
ラ
ス
の
元
勳
の
趙
貴
・
獨
孤
信
を
肅
淸
し
︑
北
周
の
實
權
を
掌
握
し

た
︒
孝
閔
�
元
年

(五
五
七
)
九
�
︑
孝
閔
�
は
宇
�
護
の
誅
殺
を
宮
伯

(乙
弗
鳳
・
賀
拔
提
・
元
(
・
張
光
洛
)
と
計
劃
し
た
︒
し
か
し
︑
宮
伯

の
張
光
洛
が
宇
�
護
に
密
吿
し
た
た
め
露
見
し
︑
か
え
っ
て
孝
閔
�
が
廢
さ
れ
て
し
ま
っ
た(43

)
︒
年
少
で
卽
位
し
た
孝
閔
�
と
宮
伯
の
信
賴
關
係

が
稀
$
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
後
︑
宇
�
護
は
︑
�
�
・
武
�
を
擁
立
し
︑
天
和
七
年

(
五
七
二
)
三
�
ま
で
北
周
の
實
權
を
掌
握
し

た
︒�

営
し
た
よ
う
に
︑
宇
�
護
は
武
�
と
親
し
い
宇
�
孝
伯
を
諸
侍
に
任
命
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
特
に
警
戒
心
を
º
い
て
い
な
い
︒
宮
伯
・
諸

侍
が
大
冢
宰

(天
官
府
長
官
)
の
管
c
下
で
あ
っ
た
こ
と
や
︑
皇
�
に
實
權
が
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
實
際
に
武
�
の
側
�
と
も
い

う
べ
き
宮
伯
・
諸
侍
は
宇
�
神
擧
・
宇
�
孝
伯
な
ど
少
數
に
限
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
一
方
︑
宇
�
護
は
﹁
元
勳
・
功
臣
子
弟
↓
諸
侍
K
家
﹂

コ
ー
ス
を
整
備
し
て
い
る
︒
宇
�
護
執
政
�
の
諸
侍
は
︑
皇
�
の
權
力
基
盤
と
い
う
よ
り
も
︑
皇
�
と
の
»
離
が
�
い
名
譽
あ
る
職
で
あ
っ
た

た
め
︑
元
勳
・
功
臣
子
弟
の
入
官
コ
ー
ス
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
宇
�
護
は
︑
宇
�
泰
と
同
樣
に
禁
衞
に
自
邸
を
護
衞

さ
せ(

44
)

︑
霸
府
に
親
信
を
設
置
し
た
︒
霸
府
幕
僚
や
親
信
で
K
家
す
る
功
臣
子
弟
も
多
く
︑
霸
府
も
入
官
コ
ー
ス
と
し
て
機
能
し
て
い
た
﹇
會
田

二
〇
〇
七
・
二
〇
一
一
﹈︒

(二
)

武
�
親
政
�
・
宣
�
�

北
周
の
實
權
を
握
っ
た
宇
�
護
に
對
し
︑
武
�
は
弟
の
宇
�
直
や
右
宮
伯
中
大
夫
の
宇
�
神
擧
・
宗
師
下
大
夫

(領
右
侍
)
の
宇
�
孝
伯
︑

內
�
下
大
夫

(も
と
左
侍
上
士
)
の
王
軌
と
宇
�
護
誅
殺
を
計
劃
し(45

)
︑
天
和
七
年

(五
七
二
)
三
�
に
宇
�
護
を
誅
殺
し
た
︒﹃
周
書
﹄
卷
一
一

宇
�
護
傳
に
は
︑

護
を
引
き
て
含
仁
殿
に
入
り
皇
太
后
に


す
︒
⁝
⁝
�
は
玉
珽
を
以
て
後
よ
り
之
を
擊
ち
︑
護
︑
地
に
踣
る
︒
⁝
⁝
時
に
衞
王
直
先
に
戶

內
に
�
れ
︑
乃
ち
出
で
て
之
を
斬
る
︒
初
め
︑
�
は
護
を
圖
ら
ん
と
欲
し
︑
王
軌
・
宇
�
神
舉
・
宇
�
孝
伯
頗
る
其
の
謀
に
豫
る
︒
是
の
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日
︑
軌
等
竝
び
に
外
に
在
り
︑
a
に
知
る
者
無
し
︒
護
を
殺
し
訖
り
︑
乃
ち
宮
伯
長
孫
覽
等
を
召
し
て
之
を
吿
げ
︑
卽
ち
護
の
子
の
Y
國

譚
國
公
會
・
大
將
軍
莒
國
公
至
⁝
⁝
等
を
收
め
し
め
︑
殿
中
に
於
い
て
之
を
殺
す
︒

と
あ
り
︑
武
�
は
宮
伯
・
諸
侍
を
動
か
さ
ず
︑
自
ら
宇
�
護
を
誅
殺
し
︑
そ
の
直
後
に
宮
伯
の
長
孫
覽
に
命
じ
て
︑
宇
�
護
の
子
や
腹
心
を
殺

¾
し
た
︒
武
�
は
宮
伯
・
諸
侍
の
う
ち
︑
宇
�
神
擧
・
宇
�
孝
伯
と
の
み
宇
�
護
誅
殺
を
計
劃
し
︑
武
�
と
親
し
か
っ
た
宮
伯
の
長
孫
覽(46

)
に
す

ら
︑
事
�
に
宇
�
護
誅
殺
計
劃
を
傳
え
て
い
な
か
っ
た
︒
武
�
は
宮
伯
・
諸
侍
か
ら
の
¿
報
漏
洩
を
恐
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
か
ら
︑
一
部

を
除
い
て
依
然
と
し
て
武
�
と
宮
伯
・
諸
侍
の
信
賴
關
係
が
稀
$
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

宇
�
護
誅
殺
後
︑
親
政
を
開
始
し
た
武
�
は
︑
大
冢
宰
の
形
骸
5
を
(
め
︑
宮
伯
・
諸
侍
を
事
實
上
︑
皇
�
の
直
屬
と
し
た
︒
さ
ら
に
侍

伯
・
承
御
・
胥
附
な
ど
を
怨
設
し
︑
侍
衞
を
增
强
し
た
︒
武
�
は
宮
伯
の
長
孫
覽
・
宇
�
孝
伯
な
ど
を
信
任
し
︑
諸
侍
經
驗
者

(王
軌
・
王

誼
・
宇
�
孝
伯
・
李
詢
な
ど
)
を
皇
�
側
�
の
內
�

(詔
敕
K
草
・
國
政
參
與
)
に
登
用
し
た(47

)
︒
ま
た
︑
武
�
は
皇
�
直
屬
の
禁
衞
で
あ
る
司
衞
・

司
武
に
上
大
夫
を
設
置
し
た
後
︑
宮
伯
・
諸
侍
經
驗
者

(宇
�
神
擧
・
宇
�
孝
伯
・
長
孫
覽
・
蘇
慈
・
楊
堅
な
ど
)
を
就
任
さ
せ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑

武
�
は
宇
�
護
親
信
を
務
め
た
人
物
も
宮
伯
・
諸
侍
に
登
用
し
た
︒
例
え
ば
宇
�
営
は
︑
宇
�
護
親
信
か
ら
左
宮
伯
に
登
用
さ
れ
︑
宮
伯
・
司

衞
な
ど
の
禁
衞
關
係
の
官
職
を
歷
任
し
た(48

)
︒
武
�
親
政
�
に
は
宇
�
護
の
霸
府
幕
僚
も
活
À
し
て
お
り
︑
人
材
面
で
の
聯
續
性
が
存
在
し
て
い

た
の
で
あ
る
﹇
會
田
二
〇
〇
七
﹈︒

武
�
は
円
德
六
年

(五
七
七
)
に
北
齊
を
滅
ぼ
し
て
華
北
瓜
一
を
果
た
し
た
が
︑
宣
政
元
年

(五
七
八
)
六
�
に
Á
死
し
て
し
ま
っ
た
︒
跡

を
つ
い
だ
宣
�
は
︑﹁
暴
君
﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
側
�

(
內
�
上
大
夫
)
で
あ
る
Z
譯
は
︑
武
�
親
政
�
に
左
侍
上
士
か
ら
御
正

下
大
夫
に
う
つ
り
︑
皇
太
子

(後
の
宣
�
)
の
側
�
官

(宮
尹
下
大
夫
)
に
拔
¼
さ
れ
た
人
物
で
あ
る(49

)
︒
宣
�
は
武
�
側
�
を
排
除
し
た
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
る
が
︑
實
際
に
は
多
く
の
武
�
側
�

(
內
�
)
を
留
任
さ
せ
︑
武
�
の
禁
衞
・
幕
僚
で
あ
っ
た
人
物
を
側
�
官
に
登
用
し
て
い
た

﹇
會
田
二
〇
一
四
﹈︒

大
象
二
年

(五
八
〇
)
五
�
の
宣
�
歿
後
︑
楊
堅
は
左
大
丞
相
に
就
任
し
︑
幼
少
の
靜
�
の
も
と
で
實
權
を
掌
握
し
た
︒﹃
隋
書
﹄
卷
三
九
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竇
榮
定
傳
に
︑

其
の
妻
は
則
ち
高
祖
の
姊
の
安
成
長
公
/
な
り
︒
⁝
⁝
高
祖
相
と
作
る
に
k
び
︑
左
右
宮
伯
を
領
し
︑
天
臺
に
鎭
守
し
︑
露
門
內
の
兩
箱

の
仗
衞
を
總
瓜
し
︑
常
に
禁
中
に
宿
せ
し
む
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
楊
堅
は
姉
婿
の
竇
榮
定
を
左
右
宮
伯
と
し
︑
禁
衞
を
瓜
括
さ
せ
た
︒
た
だ
し
︑
數
か
�
で
竇
榮
定
は
洛
州
總
管
に
轉
任
し
て

い
る
︒
竇
榮
定
を
除
き
︑
北
周
末
の
宮
伯
・
諸
侍
の
存
在
感
は
稀
$
で
あ
り
︑
楊
堅
に
抵
抗
し
た
宮
伯
・
諸
侍
も
い
な
い
︒
皇
�
に
實
權
が
な

く
な
っ
た
た
め
︑
宮
伯
・
諸
侍
の
-
義
が
低
下
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
一
方
︑
楊
堅
は
信
任
す
る
元
冑
・
盧
賁
に
宿
衞

(
官
名
不
詳
)

を
掌
握
さ
せ
︑
皇
�
で
は
な
く
楊
堅
自
身
を
護
衞
さ
せ(50

)
︑
大
丞
相
府
に
親
信
な
ど
を
設
置
し
た
︒

お

わ

り

に

本
稿
で
の
檢
討
結
果
を
踏
ま
え
︑
北


隋
�
に
お
け
る
北
周
侍
衞
の
位
置
附
け
を
論
じ
た
い
︒
ま
ず
︑
北
周
の
侍
衞
は
︑
北
魏
�
�
の
內



官
を
直
接
繼
承
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑﹃
周
禮
﹄
と
西
魏
禁
衞
と
宇
�
泰
の
霸
府
侍
衞
を
も
と
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
北
魏

後
�−

西
魏
の
禁
衞
を
�
じ
て
︑
閒
接

に
內


武
官
の
 
素

(高
官
子
弟
を
皇
�
�
侍
の
禁
衞
武
官
に
登
用
)
を
繼
承
し
た
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
︑

北
魏
末
か
ら
霸
府
・
將
軍
府
侍
衞
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
﹇
張
二
〇
〇
四
D
﹈︑
そ
の
背
景
に
は
北
鎭
出
身
の
非
漢
族
の
液
入
が
影

S
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

北
周
の
侍
衞
の
/
な
職
掌
は
皇
�
護
衞
で
あ
り
︑
一
部
が
侍
從
・
相
談
役
を
つ
と
め
た
も
の
の
︑
北
魏
�
�
の
內


官
に
見
ら
れ
る
行
政

官
・
詔
敕
の
出
入
・
監
察
や
︑
ケ
シ
ク

官
制
に
見
ら
れ
る
家
政
機
關
な
ど
の
機
能
は
確
2
で
き
な
か
っ
た
︒
ま
た
宇
�
護
執
政
�
に
は
功
臣

子
弟
の
入
官
コ
ー
ス
と
し
て
機
能
し
︑﹁
開
府
以
上
の
功
臣
子
弟
﹂
の
﹁
中
・
左
・
右
侍
上
士
K
家
﹂
コ
ー
ス
が
整
備
さ
れ
た
︒﹇
宮
崎
一
九
九

二
﹈
四
〇
五
頁
は
︑
北
周
の
K
家
基
準
は
不
�
で
あ
る
と
し
︑
六
府
の
上
士
・
中
士
で
K
家
す
る
事
例
が
多
い
と
営
べ
て
い
る
が
︑
諸
侍
K
家

コ
ー
ス
の
存
在
が
�
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
北
周
の
K
家
や
人
材
登
用
の
液
れ
︑
隋
�
荏
�
者
層
の
形
成
Ã
Ä
を
解
�
す
る
こ
と
が
可
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能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
北
周
の
侍
衞
は
皇
�
直
屬
で
は
な
く
︑
天
官
府
長
官

(大
冢
宰
)
の
管
c
下
に
あ
り
︑
あ
く
ま
で
六
官
制
の

一
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
宇
�
護
執
政
�
や
北
周
末
に
は
皇
�
の
權
力
基
盤
と
し
て
機
能
し
な
か
っ
た
︒

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
北
周
の
侍
衞
は
︑
北
魏
�
�
の
內


官
と
同
等
の
制
度
と
は
言
え
な
い
︒
北
魏
の
孝
�
�
改
革
に
對
す
る
反
發
が
强

か
っ
た
と
さ
れ
る
北
周
だ
が
︑
や
は
り
そ
の
官
制
改
革
の
影
S
を
强
く
J
け
て
お
り
︑
�
牧
官
制
を
I
面

に
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
①
護
衞
を
中
心
と
す
る
皇
�
�
侍
官
︑
②
侍
衞
の
長
官

(宮
伯
中
大
夫
)
の
殆
ど
が
非
漢
族
︑
③
元
勳
・
功
臣
子
弟
が
就
任
︑

④
侍
衞
か
ら
皇
�
側
�
・
高
官
を
輩
出
し
た
點
が
︑
北
魏
�
�
の
內


官
や
ケ
シ
ク

官
制
と
類
似
し
て
お
り
︑
�
牧
官
制
の
 
素
を
含
ん

で
い
た
と
い
え
よ
う
︒
北
周
は
鮮
卑
を
中
心
と
す
る
非
漢
族
優
位
の
政
權
で
あ
り
︑
漢
語
の
ほ
か
鮮
卑
語
も
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
鮮
卑
語
由

來
の
官
名
は
確
2
で
き
ず
︑﹃
周
禮
﹄
や
中
國

官
名
を
正
式
な
官
名
と
し
て
N
用
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑﹃
周
禮
﹄
宮
伯
に
�
牧

 
素
を
持

つ
侍
衞
を
當
て
は
め
た
よ
う
に
︑
非
漢
族
は
﹃
周
禮
﹄
を
�
牧
官
制
に
︑
漢
族
は
�
牧
官
制
を
﹃
周
禮
﹄
に
巧
み
に
讀
み
奄
え
︑
六
官
制
を
Å

用
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
六
官
制
に
は
侍
衞
以
外
に
も
�
牧
由
來
の
官
制
が
潛
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
り
︑
今
後
の
檢
討
が
求
め
ら
れ
る
︒

	
後
に
北
周
の
侍
衞
と
隋
�
の
禁
衞
と
の
關
係
を
営
べ
た
い
︒
隋
円
國
後
︑
北
周
の
六
官
制
は
廢
止
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
隋
の
禁
衞

(
十
二

衞
)
は
北
齊
禁
衞
の
官
名
を
M
用
す
る
一
方
で
︑
北
周
の
武
�
親
政
�
に
創
設
さ
れ
た
皇
�
直
屬
の
親
衞
軍
の
體
系
を
繼
承
し
た
﹇
菊
池
一
九

九
四
﹈・﹇
田
頭
二
〇
〇
六
﹈︒
北
周
の
諸
侍
經
驗
者
が
隋
の
禁
衞
に
就
任
す
る
事
例
も
散
見
さ
れ
る
︒
十
二
衞
の
中
核
に
あ
た
る
左
・
右
衞
に

は
︑
北
周
の
諸
侍
を
繼
承
し
た
宮
廷
內
陣
の
警
備
を
掌
る
三
衞

(親
衞
・
勳
衞
・
翊
衞
)
が
置
か
れ
た
︒
ま
た
領
左
右
府
に
置
か
れ
た
侍
從
武
官

の
千
牛
備
身
は
︑
北
齊
の
千
牛
備
身
と
北
周
の
諸
侍
を
繼
承
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
三
衞
・
千
牛
衞
に
は
︑
官
蔭
に
よ
っ
て

高
官
子
弟
が
K
家
し
た
﹇
愛
宕
一
九
七
六
﹈︒
さ
ら
に
�
代
の
禁
衞
で
も
︑
皇
�
・
宮
殿
を
警
備
す
る
三
衞

(
十
二
衞
や
左
右
衞
H
府
下
の
親
衞
・

勳
衞
・
翊
衞
)
や
千
牛
衞
に
︑
五
品
以
上
の
官
僚
子
孫
が
官
蔭
で
入
仕
し
て
い
た

(衞
官
コ
ー
ス(51
)

)
︒
衞
官
は
液
內
官
で
あ
る
が
︑
あ
く
ま
で
正

式
任
官

(
液
內
職
事
官
)
�
の
準
備
段
階
の
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た(52

)
﹇
愛
宕
一
九
七
六
﹈・﹇
劉
二
〇
〇
六
﹈・﹇
孫
二
〇
一
三
﹈︒
濱
口
重
國
氏
や
菊
池
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英
夫
氏
な
ど
は
隋
�
の
三
衞
の
直
接
の
淵
源
を
北
魏
の
宗
士
・
庶
子
・
V
士
お
よ
び
北
周
の
宗
侍
・
勳
侍
・
庶
侍
に
求
め
て
い
る(53

)
︒
し
か
し
︑

本
稿
の
檢
討
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
中
侍
・
左
侍
・
右
侍
を
中
心
と
す
る
諸
侍
K
家
コ
ー
ス
こ
そ
が
隋
�
の
衞
官
コ
ー
ス
の
直
接
の
淵
源
と
い

え
よ
う(

54
)

︒

北
魏
�
�
の
內


官
は
ケ
シ
ク
に
相
當
す
る
�
牧
官
制
で
あ
っ
た
が
︑
孝
�
�
の
官
制
改
革
に
よ
っ
て
廢
止
さ
れ
︑
�
牧
官
制
は
表
舞
臺
か

ら
´
を
Æ
し
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
非
漢
族
優
位
の
政
權
で
あ
っ
た
西
魏
・
北
周
で
も
�
牧
官
制
を
I
面

に
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
︒
孝
�
�
改
革
の
影
S
力
の
大
き
さ
を
感
じ
さ
せ
る
︒
こ
の
點
で
北
魏
�
�
か
ら
隋
�
ま
で
國
家
形
態
が
變
わ
ら
な
い
と
す
る
﹁
拓

跋
國
家
﹂
說
は
檢
討
の
餘
地
が
あ
り
︑
そ
の
當
否
に
つ
い
て
は
a
な
る
實
證
硏
究
の
積
み
重
ね
が
求
め
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
北
魏
後
�
の
禁
衞

を
繼
承
し
た
北
周
の
侍
衞
に
は
︑
�
牧

 
素
が
存
在
し
て
お
り
︑
宇
�
護
執
政
�
に
整
備
さ
れ
た
功
臣
子
弟
の
諸
侍
K
家
コ
ー
ス
が
︑
隋
�

の
禁
衞
に
衞
官
コ
ー
ス
と
い
う
形
で
繼
承
さ
れ
た
︒
�
田
陽
一
郞
氏
に
よ
っ
て
︑
北
周
の
�
牧
軍
制
が
隋
�
軍
制
に
影
S
を
與
え
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
﹇
�
田
二
〇
一
一
﹈︑
隋
�
官
制
中
の
�
牧

 
素
に
つ
い
て
も
︑
今
後
一
層
硏
究
を
(
め
て
い
く
必
 
が
あ
ろ
う(55

)
︒

�(1
)

[杉
山
一
九
九
七
・
二
〇
一
一
﹈・﹇
森
安
二
〇
〇
七
﹈・﹇
志
茂
二

〇
一
三
﹈
參
照
︒﹁
拓
跋
國
家
﹂
の
定
義
に
つ
い
て
は
︑﹇
杉
山
二
〇

一
一
﹈
二
四
八
-二
五
二
頁
︑﹇
7
野
二
〇
一
二
﹈
五
頁
參
照
︒

(2
)

楊
氏
・
李
氏
が
非
漢
族
に
出
自
を
持
つ
可
能
性
は
高
い
も
の
の
︑

拓
跋
鮮
卑
と
す
る
實
證

硏
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
彼
ら
の
出
自

に
つ
い
て
︑
�
年
の
硏
究
に
は
﹇
李
二
〇
一
二
﹈
が
あ
る
︒

(3
)

[川
本
一
九
九
八
C
・
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
五
・
二
〇
一
五
A
B
﹈

參
照
︒﹇
宮
二
〇
一
二
﹈
も
同
樣
の
指
摘
を
し
て
い
る
︒

(4
)

庫
眞

(庫
直
)
は
護
衞
官
︑
察
非
掾
は
監
察
官
で
あ
る
︒﹇
池
田

一
九
七
九
﹈
・﹇
嚴
二
〇
一
三
﹈
參
照
︒
ま
た
︑
北
齊
に
は
烏
賀
眞
・

大
賢
眞
が
み
え
﹇
�
田
二
〇
一
五
﹈︑
隋
に
は
叱
干

(
Ç
)
眞

(親

王
・
皇
太
子
の
側
�
官
)
が
み
え
る
﹇
�
田
二
〇
一
四
B
﹈︒
そ
の

ほ
か
北
齊
の
墓
誌
に
散
見
さ
れ
る
﹁
若
曷
直
盪
都
督
﹂
の
﹁
若
曷
﹂

も
鮮
卑
語
由
來
の
可
能
性
が
あ
る
︒
河
淸
二
年

(五
六
三
)﹁
劉
貴

墓
誌
﹂
(梶
山
目
錄
八
二
四
)
・
天
瓜
元
年

(五
六
五
)﹁
獨
孤
輝
墓

誌
﹂
(梶
山
目
錄
八
四
八
)
・
武
�
七
年

(五
七
六
)﹁
可
朱
渾
孝
裕

墓
誌
﹂
(
梶
山
目
錄
九
八
一
)
參
照
︒

(5
)

國
姓

(胡
姓
)
再
行
・
賜
與
や
軍
人
改
姓
に
つ
い
て
は
︑﹇
山
下
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一
九
九
九
﹈・﹇
佐
川
二
〇
〇
二
﹈・﹇
小
林
二
〇
〇
二
﹈
參
照
︒﹇
小

林
二
〇
〇
三
﹈・﹇
岡
田
二
〇
一
三
﹈
は
始
祖
傳
說
を
中
心
に
宇
�
氏

の
國
家
�
想
を
論
じ
て
い
る
︒﹇
會
田
二
〇
一
二
﹈
で
は
︑
宇
�
氏

の
婚
姻
動
向
を
分
析
し
︑
西
魏
・
北
周
を
�
じ
て
非
漢
族
出
身
の
元

勳
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
�
確
に
し
た
︒

(6
)

さ
ら
に
﹇
�
田
二
〇
一
四
A
﹈
二
五
五
頁
は
︑
隋
煬
�
�
に
官
奴

よ
り
拔
¼
さ
れ
た
親
衞
の
﹁
給
N
﹂
も
﹁
鮮
卑
北
族
社
會
の
傳
瓜
に

裏
附
け
ら
れ
た
特
殊
な
君
臣
閒
の
結
合
關
係
の
一
形
態
﹂
と
す
る
︒

(7
)

そ
の
範
圍
は
鮮
卑
由
來
の
官
制

(
/
に
內
某
官
・
中
散
)
に
限
定

す
る
﹇
嚴
一
九
九
〇
﹈・﹇
松
下
二
〇
〇
七
﹈︒

(8
)

內


官
の
職
掌
に
つ
い
て
は
﹇
川
本
一
九
九
八
A
﹈・﹇
嚴
一
九
九

〇
﹈・﹇
佐
7
二
〇
〇
四
﹈・﹇
張
二
〇
〇
四
A
B
﹈・﹇
嚴
二
〇
一
〇
﹈

參
照
︒
な
お
︑﹇
川
本
一
九
九
八
A
B
﹈
は
︑
內


が
行
政
機
�
で

あ
る
外



(
漢
族
/
體
)
を
瓜
c
・
監
視
し
た
と
す
る
︒
し
か
し
︑

﹇
佐
7
二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
四
﹈
は
︑
內


の
監
察
對
象
が
外


に

留
ま
ら
ず
︑
漢
族
の
監
視
が
目

で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

(9
)

『南
齊
書
﹄
卷
五
七
魏
虜
傳
に
は
﹁
國
中
呼
內
左
右
爲
直
眞
︑
外

左
右
爲
烏
矮
眞
︑
曹
局
�
書
¥
爲
比
德
眞
︑
檐
衣
人
爲
樸
大
眞
︑
帶

仗
人
爲
胡
洛
眞
︑
�
事
人
爲
乞
萬
眞
︑
守
門
人
爲
可
$
眞
︑
僞
臺
乘

驛
賤
人
爲
拂
竹
眞
︑
諸
州
乘
驛
人
爲
咸
眞
︑
殺
人
者
爲
契
¾
眞
︑
爲

/
出
J
辭
人
爲
折
潰
眞
︑
貴
人
作
食
人
爲
附
眞
︒
三
公
貴
人
︑
�
謂

之
羊
眞
︒
⁝
⁝
宏
自
H
衆
至
壽
陽
︑
軍
中
�
黑
氈
行
殿
︑
容
二
十
人

坐
︑
輦
邊
皆
三
郞
曷
剌
眞
﹂
と
あ
る
︒﹇
白
鳥
一
九
七
〇
﹈
は
︑
官

名
末
尾
の
﹁
眞
﹂
は
ト
ル
コ=

モ
ン
ゴ
ル
系
言
語
で
﹁
～
の
人
﹂

(事
物
を
掌
る
者
・
行
う
者
)
を
表
す+

či︑
あ
る
い
は+

čin
と
い

う
接
尾
辭
の
Ì
寫
で
あ
ろ
う
と
営
べ
て
い
る
︒

(10
)

ネ
ケ
ル

(ノ
コ
ル
)
は
︑
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
卽
位
以
�
か
ら

﹁
義
理
の
息
子
﹂・
﹁
義
兄
弟
﹂
・﹁
家
人
﹂
と
し
て
隸
屬
し
て
い
た
腹

心
の
部
下

(い
わ
ば
御
家
人
)
で
あ
る
︒﹇
護
一
九
五
二
A
B
﹈・

﹇
志
茂
一
九
九
五
﹈・﹇
池
內
二
〇
〇
九
﹈
參
照
︒﹇
森
安
二
〇
一
二
﹈

五
頁
は
︑
日
常
生
活
に
お
い
て
は
家
產

臣
下
集
團
︑
軍
事
行
動
の

際
に
は
�
衞
集
團
︑
円
國
後
は
軍
事
・
國
政
の
補
佐
官
と
し
︑﹁
ネ

ケ
ル
と
は
權
力
奪
取
ま
で
に
腹
心
と
な
っ
た
部
下
と
そ
の
子
孫
に
限

ら
れ
︑
從
っ
て
も
は
や
增
え
る
こ
と
は
な
い
�
代
の
家
柄
の
家
臣
と

も
い
う
べ
き
﹂
存
在
と
す
る
︒

(11
)

質
子
と
ケ
シ
ク
の
關
係
に
つ
い
て
は
﹇
森
�
二
〇
一
三
B
﹈
が
詳

し
い
︒

(12
)

ケ
シ
ク
の
I
體
宴
に
つ
い
て
は
︑
﹇
D
內
一
九
三
〇
﹈
・﹇
眞
杉
一

九
七
〇
﹈・
﹇
片
山
一
九
八
〇
A
﹈
・﹇
森
�
二
〇
一
三
B
﹈
を
參
照
し

た
︒

(13
)

ビ
チ
ク
チ
に
つ
い
て
は
﹇
眞
杉
一
九
六
二
﹈
・﹇
謁
本
一
九
七

〇
﹈
・﹇
片
山
一
九
八
七
B
﹈・
﹇
四
日
市
二
〇
〇
二
﹈
參
照
︒
ジ
ャ
ル

グ
チ
は
裁
�
官
・
戶
籍
h
査
・
財
政
管
理
・
一
族
功
臣
へ
の
分
封
や

恩
賜
な
ど
の
行
政
一
般
に
わ
た
る
廣
い
職
掌
を
持
っ
て
い
た
︒﹇
四

日
市
二
〇
〇
五
﹈
は
︑
權
益
で
結
び
つ
い
た
中
央
ウ
ル
ス
と
下
位
ウ

ル
ス
閒
の
利
益
分
�
を
h
整
す
る
役
割
を
持
っ
た
と
す
る
︒

(14
)

具
體
例
は
﹇
片
山
一
九
八
二
・
一
九
八
七
A
B
﹈
參
照
︒

(15
)

そ
の
ほ
か
﹇
松
井
二
〇
〇
三
﹈
は
︑
金
の
禁
衞
と
キ
タ
イ
系
武
官

の
關
係
に
ケ
シ
ク
と
相
�
ず
る
點
が
あ
る
と
す
る
が
︑﹇
7
原
二
〇

〇
〇
﹈
は
金
の
禁
衞
と
遼
の
オ
ル
ド
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
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金
に
お
け
る
ケ
シ
ク

官
制
の
�
無
に
つ
い
て
は
今
後
の
硏
究
が
待

た
れ
る
︒
ま
た
︑
吐
蕃
に
も
贊
�
の
側
�
官
で
漢
代
の
﹁
內


官
﹂

に
類
似
す
る
と
さ
れ
る
曩
論

(
N
a
n
g
-
b
lo
n
)
や
︑
�
侍
官

(飮
食

K
居
・
護
衞
を
掌
る
)
の
悉
南
紕
波

(
sN
a
m
-
p
h
y
i-
p
a
)
が
存
在

し
て
い
る
︒﹇
陳
一
九
八
八
﹈・﹇
林
二
〇
一
一
﹈
六
四
六
頁
參
照
︒

し
か
し
︑
就
任
者
の
傾
向
や
職
掌
に
つ
い
て
不
�
な
點
が
多
く
︑
現

時
點
で
は
ケ
シ
ク

官
制
と
斷
定
で
き
な
い
︒
今
後
の
硏
究
が
待
た

れ
る
︒

(16
)

な
お
︑
國
�
の
子
弟
を
貢
上
さ
せ
︑
大
王
の
王
宮
に
奉
仕

(
�

Ø
・
護
衞
)
さ
せ
た
古
代
日
本

(律
令
制
以
�
)
の
舍
人

(ト
ネ

リ
)
も
ケ
シ
ク
に
類
似
し
て
い
る
︒﹇
江
上
一
九
九
一
﹈
參
照
︒
古

代
日
本

(律
令
制
以
�
)
の
舍
人
と
そ
の
系
�
を
繼
ぐ
兵
衞
に
つ
い

て
は
︑﹇
笹
山
一
九
八
五
﹈
參
照
︒
律
令
制
度
下
の
舍
人
に
つ
い
て

は
︑﹇
井
上
一
九
六
一
﹈
參
照
︒

(17
)

た
だ
し
︑
直
閤
將
軍
・
朱
衣
直
閤
は
︑
南


の
宋
・
南
齊
に
も
見

え
る
︒﹇
菊
池
一
九
五
九
﹈
參
照
︒

(18
)

『隋
書
﹄
卷
二
四
食
貨
志
﹁
魏
武
西


︑
⁝
⁝
是
時
六
坊
之
衆
︑

從
武
�
而
西
者
︑
不
能
萬
人
︑
餘
皆
北
徙
︒﹂

(19
)

西
魏
末
～
円
德
三
年

(五
七
四
)
の
戎
秩
は
︑﹁
Y
國−

大
將
軍

(正
九
命
)−

開
府
儀
同
三
司−

儀
同
三
司

(九
命
)−

大
都
督

(八

命
)−

帥
都
督

(正
七
命
)−

都
督

(七
命
)﹂
で
あ
る
︒
北
周
の
武

�
は
親
政
開
始
後
の
円
德
四
年

(五
七
五
)
に
戎
秩
を
增
設
し
︑

﹁
上
Y
國−

Y
國−

上
大
將
軍−

大
將
軍

(以
上
正
九
命
)−

上
開
府

儀
同
大
將
軍−

開
府
儀
同
大
將
軍−

上
儀
同
大
將
軍−

儀
同
大
將
軍

(以
上
九
命
)−

大
都
督

(八
命
)−

帥
都
督

(正
七
命
)−

都
督

(七

命
)﹂
と
し
た
︒

(20
)

西
魏
・
北
周
の
功
臣
の
ラ
ン
ク
分
け
に
つ
い
て
は
︑﹇
7
堂
一
九

八
二
﹈・
﹇
�
島
二
〇
一
三
B
﹈
を
參
考
と
し
た
︒
宇
�
氏
は
︑
西

魏
・
北
周
を
�
じ
て
�
婚
の
際
に
も
八
Y
國
十
二
大
將
軍
ク
ラ
ス
の

元
勳
を
優
[
し
た
︒
﹇
會
田
二
〇
一
二
﹈
參
照
︒

(21
)

『
周
書
﹄
卷
二
五
李
賢
傳
附
李
基
傳
﹁
時
太
祖
諸
子
︑
年
皆
幼
冲
︑

⁝
⁝
唯
託
-
諸
壻
︑
以
爲
心
膂
︒
基
與
義
城
公
李
暉
・
常
山
公
于
�

等
俱
爲
武
衞
將
軍
︑
分
掌
禁
旅
︒﹂

(22
)

親
信
に
つ
い
て
は
︑﹇
�
田
二
〇
一
一
・
二
〇
一
二
﹈
參
照
︒

(23
)

『
周
書
﹄
卷
一
五
李
弼
傳
附
李
輝
傳
﹁
從
太
祖
西
;
︑
H
公
卿
子

弟
︑
別
爲
一
軍
︒﹂︑
﹃
周
書
﹄
卷
三
〇
李
穆
傳
附
李
惇
傳
﹁
太
祖
令

功
臣
世
子
竝
與
畧
陽
公
�
處
︒﹂

(24
)

西
魏
の
官
制
改
革
に
つ
い
て
は
﹇
�
島
二
〇
一
三
A
﹈
參
照
︒

﹃
周
書
﹄
卷
二
�
�
紀
下
に
は
﹁
初
︑
太
祖
以
漢
魏
官
繁
︑
思
革
�

Ú
︒﹂
と
あ
り
︑
漢
魏
以
來
の
官
職
の
鯵
素
5
を
圖
っ
た
と
す
る
︒

六
官
制
M
用
の
背
景
に
つ
い
て
︑
﹇
川
本
一
九
九
八
D
・
二
〇
〇
五
﹈

は
北
魏
の
﹃
周
禮
﹄
/
義
を
繼
承
し
た
も
の
と
す
る
︒
ま
た
︑﹇
小

林
二
〇
〇
三
﹈
は
︑
北
魏
以
�
の
鮮
卑
の
制
度

(軍
人
改
姓=

擬
制


に
部
族
復
興
)
と
漢
族
の
理
想
で
あ
る
﹁
周
﹂
制
を
再
現
し
︑
非

漢
族
・
漢
族
を
兩
屬
さ
せ
る
こ
と
で
︑
融
和
を
(
め
て
團
結
さ
せ
る

-
圖
が
あ
っ
た
と
す
る
︒
北
周
の
六
官
制
の
I
體
宴
に
つ
い
て
は

﹇
王
二
〇
〇
七
﹈
が
槪
觀
し
て
い
る
︒
六
官
制
の
�
�
に
つ
い
て
は

﹇
會
田
二
〇
一
五
﹈
も
參
照
︒

(25
)

『
周
書
﹄
卷
一
一
宇
�
護
傳
﹁
保
定
元
年
︑
以
護
爲
都
督
中
外
諸

軍
事
︑
令
五
府
總
於
天
官
︒﹂
宇
�
護
執
政
�
に
つ
い
て
は
︑﹇
會
田
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二
〇
〇
七
・
二
〇
一
二
・
二
〇
一
五
﹈
參
照
︒

(26
)

[山
本
一
九
六
八
﹈
一
九
七
-一
九
八
頁
參
照
︒

(27
)

[田
頭
二
〇
〇
六
﹈
は
︑
北
周
か
ら
隋
�
に
か
け
て
皇
�
が
	
高

軍
事
指
揮
官
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
�
し
て
い
る
と
営
べ
︑
十
二

衞
の
本
質
を
皇
�
指
揮
下
の
行
軍
組
織
で
あ
る
と
し
︑
そ
の
劃
�
を

武
�
親
政
�
の
禁
衞
改
革
に
求
め
て
い
る
︒

(28
)

[田
頭
二
〇
〇
六
﹈
は
︑
北
周
の
武
候
H
上
大
夫

(職
掌
は
偵
察
)

を
隋
の
武
候
府
・
�
の
金
吾
衞
の
源
液
と
す
る
︒

(29
)

�
料
上
︑
中
侍
・
左
侍
・
右
侍
・
後
侍
下
士
の
記
錄
は
見
え
な
い
︒

﹃
周
書
﹄
卷
四
〇
王
軌
傳
に
は
﹁
K
家
事
輔
城
公
︒
k
高
祖
卽
位
︑

Z
�
侍
下
士
︒
俄
轉
左
侍
上
士
︑
頗
被
識
 
︒﹂
と
あ
り
︑
武
成
二

年

(五
六
〇
)
四
�
の
武
�
卽
位
後
に
王
軌
が
﹁
�
侍
下
士
﹂
に

な
っ
た
と
す
る
︒
し
か
し
︑
同
年
八
�
に
作
成
さ
れ
た
﹁
王
光
墓

誌
﹂
(梶
山
目
錄
一
〇
三
一
：
王
光
は
王
軌
の
父
)
に
は
︑﹁
世
子
軌

中
侍
上
士
﹂
と
あ
る
︒﹃
周
書
﹄
の
記
営
が
±
っ
て
い
る
可
能
性
も

あ
り
︑
�
侍
下
士
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
斷
定
で
き
な
い
︒

(30
)

[閻
一
九
九
八
﹈
は
︑
北
周
で
は
尙
右

(右
が
左
よ
り
も
上
)

だ
っ
た
と
す
る
︒

(31
)

『
�
典
﹄
卷
三
九
職
官
二
一
秩
品
四
﹁
正
五
命

天
官

司
會
・
宗

師
・
左
宮
伯
・
御
正
⁝
⁝
等
中
大
夫
﹂︑﹁
正
四
命

天
官

小
宗
師
・

小
左
宮
伯
・
小
御
正
⁝
⁝
等
下
大
夫
﹂︑﹁
正
三
命

天
官

司
會
・
小

宗
師
・
宗
正
・
小
右
宮
伯
・
右
中
侍
・
小
御
正
⁝
⁝
等
上
士
﹂︑﹁
正

二
命

天
官

司
會
・
宗
正
・
右
侍
・
右
�
侍
・
右
後
侍
・
/
寢
・
司

8
⁝
⁝
等
中
士
﹂・﹁
正
一
命

天
官

司
會
旅
・
宗
正
・
右
騎
侍
・
右

宗
侍
・
右
庶
侍
・
右
勳
侍
・
/
璽
⁝
⁝
等
下
士
﹂

(32
)

『
周
禮
﹄
宮
伯
﹁
宮
伯
︒
掌
王
宮
之
士
・
庶
子
︑
凡
在
版
者
﹂
Z

玄
+
﹁
Z
司
農
云
︑
庶
子
宿
衞
之
官
︒
⁝
⁝
玄
謂
︑
王
宮
之
士
謂
王

宮
中
諸
¥
之
Û
子
也
︒
庶
子
其
荏
庶
也
︒﹂︑﹃
周
禮
﹄
宮
伯
﹁
Z
八

4
八
舍
之
職
事
﹂
Z
玄
+
﹁
衞
王
宮
者
必
居
四
角
四
中
︒
於
徼
候
Ü

也
︒
Z
司
農
云
︑
庶
子
衞
王
宮
︑
在
內
爲
4
︑
在
外
爲
舍
︒
玄
謂
︑

4
其
宿
衞
1
在
︒
舍
其
休
沐
之
處
︒﹂
﹃
周
禮
﹄
の
解
釋
は
﹇
本
田
一

九
七
七
﹈
に
據
っ
た
︒

(33
)

北
周
長
安
宮
の
空
閒
�
�
に
つ
い
て
は
︑﹇
內
田
二
〇
〇
九
・
二

〇
一
〇
・
二
〇
一
三
﹈
が
詳
し
い
︒

(34
)

｢
K
家
爲
右
侍
上
士
︑
歷
右
庶
衞
・
右
侍
伯
・
右
胥
附
上
士
︒
天

子
元
士
︑
遞
宿
遞
居
︒
円
違
千
門
︑
警
夜
;
晝
︒
﹂

(35
)

｢
天
和
二
年
︑
Z
右
侍
上
士
︒
四
年
︑
Z
都
督
︑
閏
N
聘
齊
︒

⁝
⁝
其
年
重
出
聘
齊
︑
J
天
子
之
命
︑
問
諸
侯
之
俗
︒
﹂

(36
)

元
勳
の
李
弼
の
系
瓜

(
李
椿
・
李
衍
)
が
非
漢
族

(徒
何
鮮
卑
)

で
あ
る
こ
と
は
︑﹇
�
島
二
〇
一
三
C
・
二
〇
一
四
﹈
參
照
︒

(37
)

北
周
円
國
時
︑
北
周
宗
室
で
壯
年
に
z
し
て
い
た
の
は
宇
�
護
の

み
で
あ
っ
た
た
め
︑
宇
�
護
は
宇
�
泰
の
子
を
十
代
%
ば
で
重
 
地

の
總
管
な
ど
に
登
用
し
︑
經
驗
を
積
ま
せ
て
六
卿
に
登
用
し
︑
政
權

內
に
お
け
る
宗
室
勢
力
の
擴
大
に
つ
と
め
た
︒
そ
の
た
め
︑
北
周
宗

室
の
昇
(
ス
ピ
ー
ド
は
︑
元
勳
・
功
臣
子
弟
よ
り
も
早
か
っ
た
︒

﹇
�
島
二
〇
一
〇
﹈
參
照
︒
宮
伯
中
大
夫
で
の
K
家
も
そ
の
一
例
に

あ
げ
ら
れ
る
︒
兩
者
と
も
正
確
な
年
齡
は
不
�
だ
が
︑
十
代
%
ば
で

あ
っ
た
と
み
て
よ
い
︒

(38
)

仁
壽
三
年

(
六
〇
三
)
﹁
蘇
慈
墓
誌
﹂
(梶
山
目
錄
一
五
二
四
)
に

﹁
天
和
二
年
︑
Z
右
侍
上
士
︒
⁝
⁝
五
年
︑
治
大
都
督
︑
領
�
侍
兵
︒

― 39 ―

217



六
年
︑
Z
正
大
都
督
︑
仍
領
�
侍
兵
︒﹂
と
あ
る
︒﹁
�
侍
兵
﹂
の
來

源
は
不
�
で
あ
る
が
︑
�
侍
中
士
・
下
士
な
ど
を
﹁
兵
﹂
と
稱
し
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

(39
)

｢
円
德
之
初
︑
周
武
皇
�
知
公
毗
贊
之
能
︑
}
輔
代
王
︑
後
敕
已

不
盡
公
才
︑
令
入
勳
胄
︑


右
侍
・
承
御
二
上
士
︒﹂

(40
)

『隋
書
﹄
卷
四
七
韋
壽
傳
に
も
﹁
壽
在
周
︑
以
貴
公
子
︑
早
�
令

譽
︑
爲
右
侍
上
士
︒﹂
と
あ
り
︑﹁
貴
公
子
﹂
と
み
な
さ
れ
た
韋
壽
が

右
侍
上
士
で
K
家
し
て
い
る
︒
部
分

に
公
開
さ
れ
て
い
る
開
皇
一

八
年

(五
九
八
)﹁
韋
壽
墓
誌
﹂
(梶
山
目
錄
一
四
五
〇
)
に
よ
る
と
︑

韋
壽
は
天
和
三
年

(五
六
八
)
に
一
八
歲
で
右
侍
上
士
に
K
家
し
て

い
る
︒﹇
戴
二
〇
〇
〇
﹈
參
照
︒

(41
)

『金
石
萃
T
﹄
卷
四
六
�
六
︑﹃
I
�
�
﹄
卷
九
九
二
闕
名
︑﹇
王

二
〇
〇
七
﹈
五
〇
頁
參
照
︒﹁
以
保
定
五
年
釋
褐
左
侍
上
士
︑
從
班

列
也
︒﹂

(42
)

｢天
和
三
年
︑
以
開
府
子
長
上
宿
衞
︒﹂

開
皇
一
三
年

(五
九

三
)﹁
李
椿
墓
誌
﹂
(梶
山
目
錄
一
三
九
一
)
に
も
﹁
周
武
�
特
嘉
其

能
︑
Þ
入
宿
衞
︑
Z
左
侍
上
士
︑
餘
官
封
如
故
︒﹂
と
あ
り
︑
左
侍

を
﹁
宿
衞
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒
ほ
か
に
も
﹁
K
家
宿
衞
﹂
の
事
例

(父
は
開
府
)
と
し
て
︑
大
業
一
〇
年

(六
一
四
)﹁
鄧
昞
墓
誌
﹂

(梶
山
目
錄
一
七
九
二
)
の
﹁
宣
政
元
歲
︑
K
家
宿
衞
︑


大
都

督
・
右
衞
府
司
馬
︒﹂
(
K
家
年
齡
は
二
〇
歲
)
と
︑
大
業
一
一
年

(六
一
五
)﹁
張
壽
墓
誌
﹂
(梶
山
目
錄
一
八
〇
九
)
の
﹁
周
武
成
元

年
︑
K
家
宿
衞
︒﹂
(
K
家
年
齡
は
二
一
歲
)
が
あ
る
︒
�
代
の
墓
誌

に
は
︑
官
蔭
で
三
衞

(十
二
衞
に
屬
す
る
親
衞
・
勳
衞
・
翊
衞
)
に

入
仕
す
る
際
に
﹁
宿
衞
﹂
と
記
載
す
る
事
例
が
あ
り
﹇
愛
宕
一
九
七

六
﹈︑
北
周
で
も
諸
侍
を
﹁
宿
衞
﹂
と
表
現
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒

た
だ
し
︑
武
伯
や
左
右
六
H
を
指
す
可
能
性
も
あ
り
︑
諸
侍
と
斷
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

(43
)

『
周
書
﹄
卷
三
孝
閔
�
紀
﹁
�
性
剛
果
︑
見
晉
公
護
執
政
︑
深
忌

之
︒
司
會
李
à
・
軍
司
馬
孫
恆
以
先


佐
命
︑
入
侍
左
右
︑
亦
疾
護

之
專
︑
乃
與
宮
伯
乙
弗
鳳
・
賀
拔
提
等
潛
謀
︑
�
�
誅
護
︒
�
然
之
︒

印
引
宮
伯
張
光
洛
同
謀
︒
光
洛
密
白
護
︑
⁝
⁝
鳳
等
á
不
自
安
︑
a

奏
�
︑
將
召
羣
公
入
︑
因
此
誅
護
︒
光
洛
印
白
之
︒
時
小
司
馬
尉
遲

綱
總
瓜
宿
衞
兵
︑
護
乃
召
綱
共
謀
廢
立
︒
﹂

(44
)

『
周
書
﹄
卷
一
一
宇
�
護
傳
﹁
護
第
屯
兵
禁
衞
︑
盛
於
宮
闕
︒﹂

(45
)

『
周
書
﹄
卷
一
三
宇
�
直
傳
︑
﹃
周
書
﹄
卷
四
〇
宇
�
孝
伯
傳
︑
同

宇
�
神
擧
傳
︑
同
王
軌
傳
參
照
︒

(46
)

『隋
書
﹄
卷
五
一
長
孫
覽
傳
﹁
武
�
在
藩
︑
與
覽
親
善
︑
k
卽
位
︑

彌
加
禮
焉
︑
超
拜
車
騎
大
將
軍
︑
每
公
卿
上
奏
︑
必
令
省
讀
︒﹂

(47
)

內
�
に
つ
い
て
は
﹇
山
本
一
九
六
八
﹈
一
九
七
-一
九
八
頁
・﹇
谷

川
一
九
九
八
﹈
・﹇
王
二
〇
〇
七
﹈
一
七
四
-
一
八
〇
頁
參
照
︒
武
�

親
政
�
の
內
�
就
任
者
に
つ
い
て
は
﹇
會
田
二
〇
一
四
﹈
參
照
︒

(48
)

宇
�
営
に
つ
い
て
は
︑﹃
隋
書
﹄
卷
六
一
宇
�
営
傳
と
武
德
八
年

(
六
二
五
)
﹁
宇
�
営
墓
誌
﹂
參
照
︒
墓
誌
と
正
�
の
宇
�
営
宴
の
相

�
に
つ
い
て
は
︑﹇
會
田
二
〇
〇
九
﹈
參
照
︒

(
49
)

『
隋
書
﹄
卷
三
八
Z
譯
傳
に
﹁
周
武
�
時
︑
K
家
給
事
中
士
︑
拜

銀
靑
光
祿
大
夫
︑
轉
左
侍
上
士
︑
與
儀
同
劉
昉
恒
侍
�
側
︒
﹂
と
あ

る
︒
そ
の
後
の
官
歷
に
つ
い
て
は
︑﹃
周
書
﹄
卷
三
五
Z
孝
穆
傳
附

Z
譯
傳
お
よ
び
﹃
隋
書
﹄
卷
三
八
Z
譯
傳
︑
﹇
會
田
二
〇
一
四
﹈
參

照
︒
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(50
)

『隋
書
﹄
卷
三
八
盧
賁
傳
﹁
轉
司
武
上
士
︒
時
高
祖
爲
大
司
武
︑

賁
知
高
祖
爲
非
常
人
︑
深
自
推
結
︒
⁝
⁝
k
高
祖
初
被
 
託
︑
羣
¿

未
一
︑
乃
引
賁
置
於
左
右
︒
⁝
⁝
賁
恒
典
宿
衞
︒﹂︑﹃
隋
書
﹄
卷
四

〇
元
冑
傳
﹁
高
祖
初
被
召
入
︑
將
J
 
託
︑
先
呼
冑
︑
4
命
陶
澄
︑

竝
委
以
腹
心
︑
恒
宿
臥
內
︒
k
爲
丞
相
︑
每
典
軍
在
禁
中
︑
印
引
弟

威
俱
入
侍
衞
︒﹂

(51
)

千
牛
備
身
は
︑
他
の
衞
官
よ
り
も
ラ
ン
ク
が
高
く
︑
職
事
官
三
品

以
上
の
子
孫
・
三
省
六
部
侍
郞

(四
品
)
の
子
で
︑
容
´
端
麗
・
武

藝
に
す
ぐ
れ
た
も
の
が
就
任
し
た
︒
親
衞
は
職
事
官
三
品
以
上
の

子
・
二
品
以
上
の
孫
︑
勳
衞
は
職
事
官
四
品
の
子
・
三
品
の
孫
・
二

品
以
上
の
曾
孫
︑
翊
衞
は
職
事
官
五
品
の
子
・
四
品
の
孫
・
三
品
の

曾
孫
・
封
ä
を
�
す
る
勳
官
三
品
の
子
が
就
任
し
た
︒﹇
愛
宕
一
九

七
六
﹈・﹇
劉
二
〇
〇
六
﹈
參
照
︒
翊
衞
に
つ
い
て
は
﹇
日
野
一
九
八

九
﹈
も
あ
る
︒

(52
)

�
代
後
%
�
に
は
︑
貢
擧
出
身
者
が
官
界
に
增
加
し
た
た
め
︑
衞

官
コ
ー
ス
の
地
位
は
相
對

に
低
下
し
︑
官
蔭
�
å
格
者
も
貢
擧
に

向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
官
蔭
の
無
い
庶
人
層
が
官
蔭

を
詐
稱
し
て
衞
官
に
(
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
﹇
愛
宕
一
九
七
六
﹈︒

(53
)

[濱
口
一
九
六
六
A
﹈・
﹇
菊
池
一
九
九
四
﹈・
﹇
高
橋
一
九
九
三
﹈

參
照
︒

(54
)

『隋
書
﹄
卷
六
八
宇
�
愷
傳
に
は
﹁
初
爲
千
牛
︑
纍


御
正
中
大

夫
・
儀
同
三
司
︒﹂
と
あ
る
の
に
對
し
︑
﹃
周
書
﹄
卷
一
九
宇
�
貴
傳

附
宇
�
愷
傳
で
は
﹁
K
家
右
侍
上
士
︑
稍


御
正
中
大
夫
︒﹂
と
あ

り
︑
右
侍
上
士
と
千
牛
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

(55
)

[
�
田
二
〇
一
四
B
﹈
は
︑
�
代
初
め
の
皇
�
親
衞
組
織
に
︑
鮮

卑
北
族
K
源
の
君
/
と
側
�
官
と
の
�
侍
關
係
が
J
け
繼
が
れ
て
い

た
と
す
る
︒

引
用
�
獻

[日
�
・
著
者
五
十
Ì
順
﹈

會
田
大
輔

二
〇
〇
七

｢北
周
宇
�
護
執
政
�
再
考
︱
︱
宇
�
護
幕
僚
の
人

�
成
を
中
心
に
﹂
(﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
九
八
)

會
田
大
輔

二
〇
〇
九

｢﹁
宇
�
営
墓
誌
﹂
と
﹃
隋
書
﹄
宇
�
営
傳
︱
︱
墓
誌
と
正
�
の
宇
�
営
宴
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
駿
臺
�
學
﹄
一
三
七
)

會
田
大
輔

二
〇
一
一

｢西
魏
・
北
周
霸
府
幕
僚
の
基
礎

考
察
︱
︱
幕
僚
の
官
名
・
官
品

(
官
命
)・
序
列
を
中
心
に
﹂
(﹃
�
大
ア
ジ
ア
�
論
集
﹄
一
五
)

會
田
大
輔

二
〇
一
二

｢北
周
宗
室
の
婚
姻
動
向
︱
︱
｢楊
�
愻
墓
誌
﹂
を
手
が
か
り
と
し
て
﹂
(﹃
駿
臺
�
學
﹄
一
四
四
)

會
田
大
輔

二
〇
一
四

｢北
周
武
�
親
政
�
・
宣
�
�
に
お
け
る
側
�
官
の
人

�
成
﹂
(﹃
�
大
ア
ジ
ア
�
論
集
﹄
一
八
)

會
田
大
輔

二
〇
一
五

｢北
周
司
會
考
︱
︱
六
官
制
と
霸
府
の
關
係
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
東
洋
學
報
﹄
九
六
-
四
)
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池
內

功

二
〇
〇
九

｢チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
�
國
に
お
け
る
人

結
合
の
原
理
︱
︱
ノ
コ
ル
を
中
心
に
﹂
(﹃
四
國
學
院
大
學
論
集
﹄
一
三
〇
)

池
田

溫

一
九
七
九

｢
�


處
[
外
族
官
制
略
考
﹂
(
�
代
�
硏
究
會
T
﹃
隋
�
�
國
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄
ç
古
書
院
)

井
上

薰

一
九
六
一

｢舍
人
制
度
の
一
考
察
︱
︱
兵
衞
・
Z
刀
舍
人
・
中
衞
舍
人
﹂
(﹃
日
本
古
代
の
政
治
と
宗
敎
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
初
出
一
九
六
〇
)

岩
本
篤
志

二
〇
一
五

｢北
齊
・
徐
之
才
﹃
藥
對
﹄
と
尙
藥
局
の
成
立
﹂
(﹃
�
代
の
醫
藥
書
と
敦
煌
�
獻
﹄
角
川
學
藝
出
版
︑
初
出
二
〇
〇
一
年
)

內
田
昌
功

二
〇
〇
九

｢北
周
長
安
宮
の
空
閒
�
成
﹂
(﹃
秋
大
�
學
﹄
五
五
)

內
田
昌
功

二
〇
一
〇

｢北
周
長
安
宮
の
路
門
と
�
大
�
宮
含
元
殿
︱
︱
殿
門
複
合
型
円
築
の
出
現
と
そ
の
背
景
﹂
(﹃
歷
�
﹄
一
一
五
)

內
田
昌
功

二
〇
一
三

｢隋
�
長
安
城
の
形
成
Ã
Ä

︱
︱
北
周
長
安
城
と
の
關
係
を
中
心
に
﹂
(﹃
�
ê
﹄
四
六
)

江
上
波
夫

一
九
九
一

『騎
馬
民
族
國
家

改
版
﹄
(中
公
怨
書
)

岡
田
和
一
郞

二
〇
一
三

｢西
魏
・
北
周
の
國
家
�
�
﹂
(﹃
�
宋
變
革
硏
究
�
ë
﹄
四
)

愛
宕

元

一
九
七
六

｢
�
代
に
お
け
る
官
蔭
入
仕
に
つ
い
て
︱
︱
衞
官
コ
ー
ス
を
中
心
と
し
て
﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
三
五
-二
)

梶
山
智
�

二
〇
一
三

『北


隋
代
墓
誌
1
在
總
合
目
錄
﹄
(
ç
古
書
院
)
：
梶
山
目
錄
と
表
記

片
山
共
夫

一
九
七
七

｢元


四
怯
薛
の
輪
番
制
度
﹂
(﹃
九
州
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
六
)

片
山
共
夫

一
九
八
〇
A

｢怯
薛
と
元


官
僚
制
﹂
(﹃
�
學
雜
誌
﹄
八
九
-一
二
)

片
山
共
夫

一
九
八
〇
B

｢元


怯
薛
出
身
者
の
家
柄
に
つ
い
て
﹂
(﹃
九
州
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
八
)

片
山
共
夫

一
九
八
二

｢元


の
昔
寶
赤
に
つ
い
て
︱
︱
怯
薛
の
二
重
�
�
を
中
心
と
し
て
﹂
(﹃
九
州
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
一
〇
)

片
山
共
夫

一
九
八
七
A

｢元


怯
薛
の
職
掌
に
つ
い
て

(そ
の
一
)﹂
(﹃
日
野
開
三
郞
ì
士
頌
壽
記
念
論
集

中
國
社
會
・
制
度
・
�
5
�
の
諸
問
題
﹄
中

國
書
店
)

片
山
共
夫

一
九
八
七
B

｢元


必
闍
赤
雜
考
﹂
(﹃
モ
ン
ゴ
ル
硏
究
﹄
一
七
)

加
7
修
弘

二
〇
一
二

｢遼


北
面
の
荏
�
機
�
に
つ
い
て
︱
︱
著
帳
官
と
{
度
N
を
中
心
に
﹂
(﹃
九
州
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
四
〇
)

川
本
芳
昭

一
九
九
八
A

｢
內


制
度
﹂
(﹃
魏
晉
南
北


時
代
の
民
族
問
題
﹄
ç
古
書
院
︑
初
出
一
九
七
七
)

川
本
芳
昭

一
九
九
八
B

｢監
察
制
度
﹂
(﹃
魏
晉
南
北


時
代
の
民
族
問
題
﹄
ç
古
書
院
︑
初
出
一
九
七
七
)

川
本
芳
昭

一
九
九
八
C

｢四
・
五
世
紀
の
中
國
と


鮮
・
日
本
﹂
(﹃
魏
晉
南
北


時
代
の
民
族
問
題
﹄
ç
古
書
院
︑
初
出
一
九
九
二
)

川
本
芳
昭

一
九
九
八
D

｢五
胡
十
六
國
・
北


�
に
お
け
る
周
禮
の
J
容
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
魏
晉
南
北


時
代
の
民
族
問
題
﹄
ç
古
書
院
︑
初
出
一
九
九
一
)

川
本
芳
昭

二
〇
〇
四

『中
國
�
の
な
か
の
諸
民
族
﹄
(山
川
出
版
社
)

川
本
芳
昭

二
〇
〇
五

『中
國
の
歷
�
〇
五

中
華
の
í
壞
と
擴
大

魏
晉
南
北


﹄
(
î
談
社
)
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川
本
芳
昭

二
〇
一
五
A

｢北
魏
內


再
論
︱
︱
比
�
�
の
觀
點
か
ら
見
た
﹂
(﹃
東
ア
ジ
ア
古
代
に
お
け
る
諸
民
族
と
國
家
﹄
ç
古
書
院
︑
初
出
二
〇
一
一
)

川
本
芳
昭

二
〇
一
五
B

｢中
國
�
�
代
に
お
け
る
1
謂
中
華
�
國
の
�
�
に
つ
い
て
の
覺
書
︱
︱
北
魏
と
元
・
遼
︑
お
よ
び
漢
と
の
比
�
﹂
(﹃
東
ア
ジ
ア

古
代
に
お
け
る
諸
民
族
と
國
家
﹄
ç
古
書
院
︑
初
出
二
〇
一
四
)

菊
池
英
夫

一
九
五
九

｢六


軍
帥
の
親
軍
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
一
八
-
一
)

菊
池
英
夫

一
九
九
四

｢
�
初
軍
制
用
語
と
し
て
の
﹁
團
﹂
の
用
法
︱
︱
日
本
律
令
制
下
の
﹁
軍
團
﹂
に
觸
れ
て

(一
)
﹂
(﹃
紀
 
﹄
中
央
大
學
�
學
部
�
學

科
三
九
)

窪
添
慶
�

二
〇
〇
六

｢
�
成
�
�

胡
族
與
內


官
﹂
(張
金
龍
/
T
﹃
黎
虎
敎
Z
古
稀
紀
念
中
國
古
代
�
論
叢
﹄
世
界
知
識
出
版
社
)

小
林
安
斗

二
〇
〇
二

｢北


末
宇
�
氏
政
權
と
賜
姓
の
關
係
﹂
(﹃
千
葉
大
學
社
會
�
5
科
學
硏
究
﹄
六
)

小
林
安
斗

二
〇
〇
三

｢鮮
卑
の
え
が
い
た
理
想
國
家
と
華
夷
觀
︱
︱

六
世
紀
中
國
に
お
け
る
胡
漢
問
題
に
つ
い
て
の
一
試
論
﹂
(﹃
千
葉
�
學
﹄
四
一
)

謁
本

勉

一
九
七
〇

｢モ
ン
ゴ
ル
�
國
に
お
け
る
必
闍
赤=

b
itik
či
︱
︱
憲
宗
メ
ン
グ
の
時
代
ま
で
を
中
心
と
し
て
﹂
(﹃
�
學
﹄
四
二
-
四
)

佐
川
英
治

二
〇
〇
二

｢孝
武
西


と
國
姓
賜
與
︱
︱
六
世
紀
華
北
の
民
族
と
政
治
﹂
(﹃
岡
山
大
學
�
學
部
紀
 
﹄
三
八
)

笹
山
晴
生

一
九
八
五

『日
本
古
代
衞
府
制
度
の
硏
究
﹄
(東
京
大
學
出
版
會
)

佐
7
貴
保

二
〇
〇
七

｢西
夏
の
二
つ
の
官
僚
集
團
︱
︱
十
二
世
紀
後
%
に
お
け
る
官
僚
登
用
法
﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
六
六
-三
)

佐
7

賢

二
〇
〇
二

｢北
魏
�
�
の
﹁
內


﹂・﹁
外


﹂
と
胡
漢
問
題
﹂
(﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
八
八
)

佐
7

賢

二
〇
〇
四

｢北
魏
內
某
官
制
度
の
考
察
﹂
(﹃
東
洋
學
報
﹄
八
六
-一
)

志
茂
碩
敏

一
九
九
五

｢モ
ン
ゴ
ル
�
國
の
國
家
�
�
﹂
(﹃
モ
ン
ゴ
ル
�
國
�
硏
究
序
說

︱
︱
イ
ル
汗
國
の
中
核
部
族
﹄
東
京
大
學
出
版
會
)

志
茂
碩
敏

二
〇
一
三

『モ
ン
ゴ
ル
�
國
�
硏
究

正
t
：
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
�
牧
諸
政
權
の
國
家
�
�
﹄
(
東
京
大
學
出
版
會
)

白
鳥
庫
吉

一
九
七
〇

｢東
胡
民
族
考
﹂
(﹃
白
鳥
庫
吉
I
集

第
四
卷

塞
外
民
族
�
硏
究
上
﹄
岩
波
書
店
︑
初
出
一
九
一
〇
・
一
九
一
一
・
一
九
一
二
・
一

九
一
三
)

杉
山
淸
彥

二
〇
一
五
A

｢
淸
初
侍
衞
考
︱
︱
マ
ン
ジ
ュ=

大
淸
グ
ル
ン
の
親
衞
・
側
�
集
團
﹂
(﹃
大
淸
�
國
の
形
成
と
八
旗
制
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑

初
出
二
〇
〇
三
)

杉
山
淸
彥

二
〇
一
五
B

｢中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
國
家
と
し
て
の
大
淸
�
國
﹂
(﹃
大
淸
�
國
の
形
成
と
八
旗
制
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
)

杉
山
正
�

一
九
九
七

｢中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
歷
�
�
圖
︱
︱
世
界
�
を
つ
な
い
だ
も
の
﹂
(﹃
岩
波
î
座
世
界
歷
�
一
一

中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
瓜
合
﹄
岩

波
書
店
)

杉
山
正
�

二
〇
一
一

『
�
牧
民
か
ら
見
た
世
界
�

增
補
版
﹄
(日
經
ビ
ジ
ネ
ス
人
�
庫
︑
初
版
一
九
九
七
)
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田
頭
賢
太
�

二
〇
〇
六

｢金
吾
衞
の
職
掌
と
そ
の
特
質
︱
︱
行
軍
制
度
と
の
關
係
を
中
心
に
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A STUDY ON CHAMBERLAIN (侍衞) POSITION IN THE NORTHERN

ZHOU IN ASSOCIATION WITH THE NOMADIC

BUREAUCRATIC SYSTEM

AIDA Daisuke

Recent studies have pointed out the limits of understanding the history of the

Northern and Southern to Sui-Tang dynasties solely within the framework of Chi-

nese history, and there has been an academic tendency to reassess this period from

the more comprehensive, Eurasian perspective. Along these lines, one should note

that within the bureaucratic systems of the Northern Dynasties, there are elements

that originate in nomadic bureaucratic systems. Kawamoto Yoshiaki has already

pointed out the similarities between the inner court official position, neichaoguan

內�官, of the early Northern Wei and the Mongolian keshig. On the other hand, the

Western Wei and the Northern Zhou, the origin of Sui and Tang ruling classes,

implemented the Six Ministries System based on the Rites of Zhou, and here,

influence of the nomadic administrative system cannot be observed. However,

Hirata Yōichirō has reconsidered the Twenty-four Armies System of the Western

Wei, and has concluded that it descended from the nomadic military system.

Furthermore, Hirata also pointed out that the close advisors, qinxin 親信, who

served the authorities of the Western Wei and the Northern Zhou, were derived

from the inner court bureaucrats of the early Northern Wei. Taking these points

into account, one should consider the possibility that the Northern Zhou Six Minis-

tries System also involved elements of the nomadic bureaucratic system. This pa-

per attempts to explain the relationship between the Northern Zhou Six Ministries

System and the nomadic bureaucratic system, by focusing on the imperial cham-

berlains (侍衞) of the Northern Wei, their development, duties, and those appoint-

ed to the position.

The position of chamberlain in the Northern Zhou was not directly derived

from the early Northern Wei inner court official position. Rather, it was based on

elements such as the Rites of Zhou, and the imperial guard positions of the Western

Wei. The main duties of the Northern Zhou chamberlains were as imperial guards-

men, and thus they were more limited than those of the Northern Wei inner court

officials. However, the position also included aspects of the nomadic bureaucratic

system, firstly in that the chiefs of the chamberlains consisted only of non-Chinese,

and secondly, in that the children and siblings of meritorious subjects were appoint-
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ed as chamberlains, who then advanced onto higher bureaucratic ranks. This

shows that the Northern Zhou administered the Six Ministries System through a

deft mix of the Rites of Zhou and the nomadic bureaucratic system. In addition, it

became clear that the Northern Zhou prepared a career path starting with the

chamberlain position for the children and siblings of meritorious subjects and that

this was passed on as the Sui-Tang career path starting with the position of

Weiguan 衞官. Such findings invoke the need to also consider nomadic influence

within the Sui-Tang bureaucratic system.

HEXI AND DAIBEI : THE RELATIONS BETWEEN THE LOCAL

MILITARY AUTHORITIES IN A PERIPHERAL AREA

OF THE TANG AND NOMADIC TROOPS DURING

THE FIRST HALF OF THE 9TH CENTURY

MURAI Kyoko

The Hexi 河西 (around the Ordos) and the Daibei 代北 areas in the northern

peripheral belt of China during the Tang dynasty were the cradles of nomadic

governments established in Northern China in the 10th century, such as those of the

Tangut 党項 and Shatuo 沙陀 tribes. Various conditions in those areas during the

latter half of the Tang dynasty directly caused these nomadic groups to gain power.

The historical circumstances that caused these nomads to extend their influence to

these areas have mainly been explained from the perspective of the study of their

own history. However, the Tang dynasty must have had reasons for accepting the

nomadic groups. Furthermore, altered circumstances accompanying this accept-

ance and antipathy to it must also have existed. Therefore, this paper examines the

background of the local Tang military deployed in its northern peripheral territory

and its acceptance of nomadic troops as well as the regional correlation between

Hexi and Daibei under Tang policies regarding the northern peripheral territory by

examining the Tangut uprising and its suppression by Tang forces during the first

half of 9th century.

The first section clarifies the previously obscure deployment of the Tang forces

and their composition in the suppression of the Tangut during the Xuanzong 宣宗

era by means of analysis of the new Wang Zai 王宰 epitaph. The core of the Tang

forces were not military authorities of Jingxi-Jingbei 京西京北 districts where the
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